
JP 5673778 B2 2015.2.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給する分包システムであって、
　錠剤供給部から取り出して前記分包手段に供給される錠剤数を含む処方データを記憶す
る記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から錠剤を取り出して前
記分包手段に供給する錠剤取出し手段と、
　錠剤が手撒きされる錠剤マスと、
　前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を前記分包手段に供給する手撒供給手段と、
　前記記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠剤数が前記錠剤取出し手段により取
り出されていない状態で、前記錠剤取出し手段による取り出し動作が停止したことを条件
に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し手段による錠
剤取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動作に切り替え可能にする切替手段と、
　を備えることを特徴とする分包システム。
【請求項２】
　前記錠剤取出し手段により取り出された錠剤、及び前記手撒供給手段により供給された
錠剤を分包する分包手段を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の分包システム。
【請求項３】
　前記錠剤供給部は、錠剤シートを含み、
　前記錠剤取出し手段は、前記錠剤シートから錠剤を取り出すことを特徴とする請求項１
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又は２に記載の分包システム。
【請求項４】
　前記記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠剤数が前記錠剤取出し手段により取
り出されていない状況で、前記錠剤取出し手段による取り出し動作が停止した場合に、前
記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し手段による錠剤取出
し動作を、前記手撒供給手段による供給動作に切り替えるかの指示をユーザ操作により受
け付ける受付手段を更に備え、
　前記切替手段は、前記受付手段により、前記錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、
前記手撒供給手段による供給動作に切り替える指示を受け付けたことを条件に、前記記憶
手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し手段による錠剤取出し動作
を、前記手撒供給手段による供給動作に切り替え可能にすることを特徴とする請求項１乃
至３の何れか１項に記載の分包システム。
【請求項５】
　再開指示を受け付ける再開指示受付手段を更に備え、
　前記切替手段は、前記受付手段により、前記錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、
前記手撒供給手段による供給動作に切り替える指示を受け付け、前記再開指示受付手段に
より再開指示を受け付けた場合に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われ
る前記錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動作に切り
替えることを特徴とする請求項４に記載の分包システム。
【請求項６】
　前記受付手段は、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出
し手段による錠剤取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動作に切り替えるか、前記
錠剤取出し手段による、追加の錠剤供給部からの錠剤の取り出しを再開するかの選択を受
け付け、
　前記切替手段は、前記受付手段で、前記錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、前記
手撒供給手段による供給動作に切り替える選択をユーザ操作により受け付けたことを条件
に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し手段による錠
剤取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動作に切り替え可能にし、一方、前記受付
手段で、前記錠剤取出し手段による、追加の錠剤供給部からの錠剤の取り出しを再開する
選択をユーザ操作により受け付けたことを条件に、前記錠剤取出し手段による、追加の錠
剤供給部からの錠剤の取り出し動作を再開可能にすることを特徴とする請求項４に記載の
分包システム。
【請求項７】
　再開指示を受け付ける再開指示受付手段を更に備え、
　前記切替手段は、前記受付手段により、前記錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、
前記手撒供給手段による供給動作に切り替える選択を受け付け、前記再開指示受付手段に
より再開指示を受け付けた場合に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われ
る前記錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動作に切り
替え、一方、前記受付手段で、前記錠剤取出し手段による、追加の錠剤供給部からの錠剤
の取り出しを再開する選択を受け付け、前記再開指示受付手段により再開指示を受け付け
た場合に、前記錠剤取出し手段による、追加の錠剤供給部からの錠剤の取り出し動作を再
開することを特徴とする請求項６に記載の分包システム。
【請求項８】
　前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し手段による錠剤
取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動作に切り替えるか、前記錠剤取出し手段に
よる、追加の錠剤供給部からの錠剤の取り出しを再開するかの選択を受け付ける受付画面
を表示する表示手段と、
　前記受付手段は、前記表示手段により表示された受付画面を介して、前記記憶手段に記
憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、前記
手撒供給手段による供給動作に切り替えるか、前記錠剤取出し手段による、追加の錠剤供
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給部からの錠剤の取り出しを再開するかの選択を受け付けることを特徴とする請求項６又
は７に記載の分包システム。
【請求項９】
　前記記憶手段に記憶された処方データは、前記錠剤取出し手段により取り出されていな
い未取り出しの錠剤数を含み、
　前記切替手段は、当該未取り出しの錠剤数を含む処方データに従って行われる前記錠剤
取出し手段による錠剤取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動作に切り替え可能に
することを特徴とする請求項１乃至８の何れか１項に記載の分包システム。
【請求項１０】
　前記切替手段により、前記錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、前記手撒供給手段
による供給動作に切り替え可能にする場合に、前記記憶手段に記憶された未取り出しの錠
剤数を含む処方データに従って、当該未取り出しの錠剤を手撒きすべき錠剤マスを識別可
能に表示するガイダンス画面を表示するガイダンス表示手段を更に備えることを特徴とす
る請求項９に記載の分包システム。
【請求項１１】
　前記錠剤供給部から取り出す錠剤が有るかを検出する検出手段と、
　前記検出手段により、前記錠剤供給部から取り出す錠剤が無いと検出された場合に、前
記錠剤取出し手段による取り出し動作を停止する停止手段と、
　を更に備えることを特徴とする請求項１乃至１０に記載の分包システム。
【請求項１２】
　錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給する分包システムであって、
　錠剤供給部から取り出して前記分包手段に供給される錠剤数を含む処方データを記憶す
る記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から錠剤を取り出して前
記分包手段に供給する錠剤取出し手段と、
　前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を前記分包手段に供給する手撒供給手段と、
　前記記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠剤数が前記錠剤取出し手段により取
り出されていない状態で、前記錠剤取出し手段による取り出し動作が停止したことを条件
に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し手段による錠
剤取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動作に切り替えるか、前記錠剤取出し手段
による、錠剤供給部からの錠剤の取り出しを再開するかの選択を受け付ける受付画面を表
示する表示手段と、
　を備えることを特徴とする分包システム。
【請求項１３】
　前記表示手段により表示された受付画面を介して、前記記憶手段に記憶された処方デー
タに従って行われる前記錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、前記手撒供給手段によ
る供給動作に切り替えるか、前記錠剤取出し手段による、錠剤供給部からの錠剤の取り出
しを再開するかの選択を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段で、前記錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、前記手撒供給手段によ
る供給動作に切り替える選択をユーザ操作により受け付けた場合に、前記記憶手段に記憶
された処方データに従って行われる前記錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、前記手
撒供給手段による供給動作に切り替え可能にし、一方、前記受付手段で、前記錠剤取出し
手段による、前記錠剤取出し手段による、錠剤供給部からの錠剤の取り出しを再開する選
択をユーザ操作により受け付けた場合には、前記錠剤取出し手段による、錠剤供給部から
の錠剤の取り出し動作を再開する切替手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１２に記載の分包システム。
【請求項１４】
　錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給する錠剤供給装置であって、
　錠剤供給部から取り出して前記分包手段に供給される錠剤数を含む処方データを記憶す
る記憶手段と、
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　前記記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から錠剤を取り出して前
記分包手段に供給する錠剤取出し手段と、
　錠剤が手撒きされる錠剤マスと、
　前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を前記分包手段に供給する手撒供給手段と、
　前記記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠剤数が前記錠剤取出し手段により取
り出されていない状態で、前記錠剤取出し手段による取り出し動作が停止したことを条件
に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し手段による錠
剤取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動作に切り替え可能にする切替手段と、
　を備えることを特徴とする錠剤供給装置。
【請求項１５】
　錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給する錠剤供給装置であって、
　錠剤供給部から取り出して前記分包手段に供給される錠剤数を含む処方データを記憶す
る記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から錠剤を取り出して前
記分包手段に供給する錠剤取出し手段と、
　前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を前記分包手段に供給する手撒供給手段と、
　前記記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠剤数が前記錠剤取出し手段により取
り出されていない状態で、前記錠剤取出し手段による取り出し動作が停止したことを条件
に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し手段による錠
剤取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動作に切り替えるか、前記錠剤取出し手段
による、錠剤供給部からの錠剤の取り出しを再開するかの選択を受け付ける受付画面を表
示する表示手段と、
　を備えることを特徴とする錠剤供給装置。
【請求項１６】
　錠剤供給部から取り出して分包手段に供給される錠剤数を含む処方データを記憶する記
憶手段と、錠剤が手撒きされる錠剤マスとを備え、錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給
する分包システムにおける制御方法であって、
　錠剤取出し手段が、前記記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から
錠剤を取り出して前記分包手段に供給する錠剤取出し工程と、
　手撒供給手段が、前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を前記分包手段に供給する手撒供給
工程と、
　切替手段が、前記記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠剤数が前記錠剤取出し
工程により取り出されていない状態で、前記錠剤取出し手段による取り出し動作が停止し
たことを条件に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し
工程による錠剤取出し動作を、前記手撒供給工程による供給動作に切り替え可能にする切
替工程と、
　を備えることを特徴とする制御方法。
【請求項１７】
　錠剤供給部から取り出して分包手段に供給される錠剤数を含む処方データを記憶する記
憶手段と、錠剤が手撒きされる錠剤マスとを備え、錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給
する分包システムで読み取り実行可能なプログラムであって、
　前記分包システムを、
　前記記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から錠剤を取り出して前
記分包手段に供給する錠剤取出し手段と、
　前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を前記分包手段に供給する手撒供給手段と、
　前記記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠剤数が前記錠剤取出し手段により取
り出されていない状態で、前記錠剤取出し手段による取り出し動作が停止したことを条件
に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し手段による錠
剤取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動作に切り替え可能にする切替手段として
機能させることを特徴とするプログラム。
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【請求項１８】
　錠剤供給部から取り出して分包手段に供給される錠剤数を含む処方データを記憶する記
憶手段を備え、錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給する分包システムにおける制御方法
であって、
　錠剤取出し手段が、前記記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から
錠剤を取り出して前記分包手段に供給する錠剤取出し工程と、
　手撒供給手段が、前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を前記分包手段に供給する手撒供給
工程と、
　表示手段が、前記記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠剤数が前記錠剤取出し
工程により取り出されていない状態で、前記錠剤取出し工程による取り出し動作が停止し
たことを条件に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し
工程による錠剤取出し動作を、前記手撒供給工程による供給動作に切り替えるか、前記錠
剤取出し工程による、錠剤供給部からの錠剤の取り出しを再開するかの選択を受け付ける
受付画面を表示する表示工程と、
　を備えることを特徴とする制御方法。
【請求項１９】
　錠剤供給部から取り出して分包手段に供給される錠剤数を含む処方データを記憶する記
憶手段を備え、錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給する分包システムで読み取り実行可
能なプログラムであって、
　前記分包システムを、
　前記記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から錠剤を取り出して前
記分包手段に供給する錠剤取出し手段と、
　前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を前記分包手段に供給する手撒供給手段と、
　前記記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠剤数が前記錠剤取出し手段により取
り出されていない状態で、前記錠剤取出し手段による取り出し動作が停止したことを条件
に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し手段による錠
剤取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動作に切り替えるか、前記錠剤取出し手段
による、錠剤供給部からの錠剤の取り出しを再開するかの選択を受け付ける受付画面を表
示する表示手段として機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項２０】
　錠剤供給部から取り出して分包手段に供給される錠剤数を含む処方データを記憶する記
憶手段と、錠剤が手撒きされる錠剤マスとを備え、錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給
する錠剤供給装置における制御方法であって、
　錠剤取出し手段が、前記記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から
錠剤を取り出して前記分包手段に供給する錠剤取出し工程と、
　手撒供給手段が、前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を前記分包手段に供給する手撒供給
工程と、
　切替手段が、前記記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠剤数が前記錠剤取出し
工程により取り出されていない状態で、前記錠剤取出し手段による取り出し動作が停止し
たことを条件に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し
工程による錠剤取出し動作を、前記手撒供給工程による供給動作に切り替え可能にする切
替工程と、
　を備えることを特徴とする制御方法。
【請求項２１】
　錠剤供給部から取り出して分包手段に供給される錠剤数を含む処方データを記憶する記
憶手段と、錠剤が手撒きされる錠剤マスとを備え、錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給
する錠剤供給装置で読み取り実行可能なプログラムであって、
　前記錠剤供給装置を、
　前記記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から錠剤を取り出して前
記分包手段に供給する錠剤取出し手段と、
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　前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を前記分包手段に供給する手撒供給手段と、
　前記記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠剤数が前記錠剤取出し手段により取
り出されていない状態で、前記錠剤取出し手段による取り出し動作が停止したことを条件
に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し手段による錠
剤取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動作に切り替え可能にする切替手段として
機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項２２】
　錠剤供給部から取り出して分包手段に供給される錠剤数を含む処方データを記憶する記
憶手段を備え、錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給する錠剤供給装置における制御方法
であって、
　錠剤取出し手段が、前記記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から
錠剤を取り出して前記分包手段に供給する錠剤取出し工程と、
　手撒供給手段が、前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を前記分包手段に供給する手撒供給
工程と、
　表示手段が、前記記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠剤数が前記錠剤取出し
工程により取り出されていない状態で、前記錠剤取出し工程による取り出し動作が停止し
たことを条件に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し
工程による錠剤取出し動作を、前記手撒供給工程による供給動作に切り替えるか、前記錠
剤取出し工程による、錠剤供給部からの錠剤の取り出しを再開するかの選択を受け付ける
受付画面を表示する表示工程と、
　を備えることを特徴とする制御方法。
【請求項２３】
　錠剤供給部から取り出して分包手段に供給される錠剤数を含む処方データを記憶する記
憶手段を備え、錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給する錠剤供給装置で読み取り実行可
能なプログラムであって、
　前記錠剤供給装置を、
　前記記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から錠剤を取り出して前
記分包手段に供給する錠剤取出し手段と、
　前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を前記分包手段に供給する手撒供給手段と、
　前記記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠剤数が前記錠剤取出し手段により取
り出されていない状態で、前記錠剤取出し手段による取り出し動作が停止したことを条件
に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し手段による錠
剤取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動作に切り替えるか、前記錠剤取出し手段
による、錠剤供給部からの錠剤の取り出しを再開するかの選択を受け付ける受付画面を表
示する表示手段として機能させることを特徴とするプログラム。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、分包システム、錠剤供給装置、及びその制御方法、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、調剤業務において、ＰＴＰシートで提供されている錠剤（薬）の一包化を行うた
めには、人の手によってＰＴＰシートから錠剤を１回分の錠剤数ずつ取り出し、分包機へ
セットする必要があり、作業が煩雑であった。
【０００３】
　上記課題を解決するために、特許文献１では、錠剤シートから錠剤を除包し、錠剤を１
回飲用分宛プラスチック製小瓶等の適宜容器に入れて投与する錠剤除包装置が提案されて
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いる。
【０００４】
　特許文献１は、具体的には、錠剤シートから錠剤を取り出す錠剤除包装置を複数台用意
し、複数台の錠剤除包装置で取り出された錠剤を、下方の集合部で集めて、小瓶等の容器
に入れることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１９４８８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、錠剤には多数の種類が存在し、錠剤シートも錠剤の種類に合わせてシー
トの幅やポケットの間隔等が多種多様である。
【０００７】
　錠剤の取出し動作を行っても錠剤シートから錠剤を取り出せない場合には、更に所定回
数錠剤の取出し動作を行う錠剤取出し装置においては、これらの多種多様な錠剤シートに
よっては、錠剤を取り出すまでの時間が長くなることが考えられる。
【０００８】
　また、錠剤シートによっては、所定回数錠剤の取出し動作を行っても錠剤の取出しがで
きずに、一部の錠剤の取出しに失敗する可能性も考えられる。
【０００９】
　このように、錠剤シートに応じて、錠剤の取出し時間が長くなったり、錠剤の取出しに
失敗したりすることで、分包が完了までの時間が長くなってしまう。これは、結果的に薬
剤師が処方薬を患者に渡すまでの時間を遅らせてしまうことになる。
【００１０】
　また、分包に必要な錠剤数を錠剤取出し装置にセットしていたが、錠剤取出し装置が、
錠剤シートから一部の錠剤を取り出せなかった場合、一部の錠剤を取り出すことが出来な
かったことに起因して、分包に必要な錠剤数が、包装動作の途中で不足する場合も考えら
れる。
【００１１】
　このように、包装動作の途中で錠剤が不足する場合は、改めて、錠剤取出し装置に追加
の錠剤シートをセットして、どの錠剤取出し装置から何錠ごと取出しが必要かを、改めて
設定し直さなければならない。そのため、ユーザは、煩雑な作業を強いられてしまう。
【００１２】
　また、このように錠剤シートを錠剤取出し装置に追加する作業は、追加する錠剤シート
の取り間違えなどを誘発してしまうおそれもある。
【００１３】
　また、錠剤取出し装置が、錠剤シートから一部の錠剤を取り出せなかった場合、取り出
し動作後に錠剤シートが搬送される廃棄ボックス内に、当該一部の錠剤を取り出せなかっ
た錠剤シートが入る。
【００１４】
　このように、錠剤取出し装置で取り出されなかった錠剤が残ってしまった錠剤シートは
、その後、別の使用用途がなければ廃棄されることとなり無駄であり、薬品コストが多く
かかってしまうおそれがある。
【００１５】
　本発明の目的は、錠剤取出し手段で分包に必要な錠剤数を取り出されておらず、錠剤取
出し動作が停止した場合であっても、分包動作を容易に継続させるための仕組みを提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
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【００１６】
　本発明は、錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給する分包システムであって、錠剤供給
部から取り出して前記分包手段に供給される錠剤数を含む処方データを記憶する記憶手段
と、前記記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から錠剤を取り出して
前記分包手段に供給する錠剤取出し手段と、錠剤が手撒きされる錠剤マスと、前記錠剤マ
スに手撒きされた錠剤を前記分包手段に供給する手撒供給手段と、前記記憶手段に記憶さ
れた処方データに含まれる錠剤数が前記錠剤取出し手段により取り出されていない状態で
、前記錠剤取出し手段による取り出し動作が停止したことを条件に、前記記憶手段に記憶
された処方データに従って行われる前記錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、前記手
撒供給手段による供給動作に切り替え可能にする切替手段と、を備えることを特徴とする
。
【００１７】
　また、本発明は、錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給する分包システムであって、錠
剤供給部から取り出して前記分包手段に供給される錠剤数を含む処方データを記憶する記
憶手段と、前記記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から錠剤を取り
出して前記分包手段に供給する錠剤取出し手段と、前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を前
記分包手段に供給する手撒供給手段と、前記記憶手段に記憶された処方データに含まれる
錠剤数が前記錠剤取出し手段により取り出されていない状態で、前記錠剤取出し手段によ
る取り出し動作が停止したことを条件に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って
行われる前記錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動作
に切り替えるか、前記錠剤取出し手段による、錠剤供給部からの錠剤の取り出しを再開す
るかの選択を受け付ける受付画面を表示する表示手段と、を備えることを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明は、錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給する錠剤供給装置であって、錠
剤供給部から取り出して前記分包手段に供給される錠剤数を含む処方データを記憶する記
憶手段と、前記記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から錠剤を取り
出して前記分包手段に供給する錠剤取出し手段と、錠剤が手撒きされる錠剤マスと、前記
錠剤マスに手撒きされた錠剤を前記分包手段に供給する手撒供給手段と、前記記憶手段に
記憶された処方データに含まれる錠剤数が前記錠剤取出し手段により取り出されていない
状態で、前記錠剤取出し手段による取り出し動作が停止したことを条件に、前記記憶手段
に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、
前記手撒供給手段による供給動作に切り替え可能にする切替手段と、を備えることを特徴
とする。
【００１９】
　また、本発明は、錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給する錠剤供給装置であって、錠
剤供給部から取り出して前記分包手段に供給される錠剤数を含む処方データを記憶する記
憶手段と、前記記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から錠剤を取り
出して前記分包手段に供給する錠剤取出し手段と、前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を前
記分包手段に供給する手撒供給手段と、前記記憶手段に記憶された処方データに含まれる
錠剤数が前記錠剤取出し手段により取り出されていない状態で、前記錠剤取出し手段によ
る取り出し動作が停止したことを条件に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って
行われる前記錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動作
に切り替えるか、前記錠剤取出し手段による、錠剤供給部からの錠剤の取り出しを再開す
るかの選択を受け付ける受付画面を表示する表示手段と、を備えることを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明は、錠剤供給部から取り出して分包手段に供給される錠剤数を含む処方デ
ータを記憶する記憶手段と、錠剤が手撒きされる錠剤マスとを備え、錠剤を分包する分包
手段に錠剤を供給する分包システムにおける制御方法であって、錠剤取出し手段が、前記
記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から錠剤を取り出して前記分包
手段に供給する錠剤取出し工程と、手撒供給手段が、前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を
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前記分包手段に供給する手撒供給工程と、切替手段が、前記記憶手段に記憶された処方デ
ータに含まれる錠剤数が前記錠剤取出し工程により取り出されていない状態で、前記錠剤
取出し手段による取り出し動作が停止したことを条件に、前記記憶手段に記憶された処方
データに従って行われる前記錠剤取出し工程による錠剤取出し動作を、前記手撒供給工程
による供給動作に切り替え可能にする切替工程と、を備えることを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明は、錠剤供給部から取り出して分包手段に供給される錠剤数を含む処方デ
ータを記憶する記憶手段と、錠剤が手撒きされる錠剤マスとを備え、錠剤を分包する分包
手段に錠剤を供給する分包システムで読み取り実行可能なプログラムであって、前記分包
システムを、前記記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から錠剤を取
り出して前記分包手段に供給する錠剤取出し手段と、前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を
前記分包手段に供給する手撒供給手段と、前記記憶手段に記憶された処方データに含まれ
る錠剤数が前記錠剤取出し手段により取り出されていない状態で、前記錠剤取出し手段に
よる取り出し動作が停止したことを条件に、前記記憶手段に記憶された処方データに従っ
て行われる前記錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動
作に切り替え可能にする切替手段として機能させることを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明は、錠剤供給部から取り出して分包手段に供給される錠剤数を含む処方デ
ータを記憶する記憶手段を備え、錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給する分包システム
における制御方法であって、錠剤取出し手段が、前記記憶手段に記憶された処方データに
従って前記錠剤供給部から錠剤を取り出して前記分包手段に供給する錠剤取出し工程と、
手撒供給手段が、前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を前記分包手段に供給する手撒供給工
程と、表示手段が、前記記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠剤数が前記錠剤取
出し工程により取り出されていない状態で、前記錠剤取出し工程による取り出し動作が停
止したことを条件に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取
出し工程による錠剤取出し動作を、前記手撒供給工程による供給動作に切り替えるか、前
記錠剤取出し工程による、錠剤供給部からの錠剤の取り出しを再開するかの選択を受け付
ける受付画面を表示する表示工程と、を備えることを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明は、錠剤供給部から取り出して分包手段に供給される錠剤数を含む処方デ
ータを記憶する記憶手段を備え、錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給する分包システム
で読み取り実行可能なプログラムであって、前記分包システムを、前記記憶手段に記憶さ
れた処方データに従って前記錠剤供給部から錠剤を取り出して前記分包手段に供給する錠
剤取出し手段と、前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を前記分包手段に供給する手撒供給手
段と、前記記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠剤数が前記錠剤取出し手段によ
り取り出されていない状態で、前記錠剤取出し手段による取り出し動作が停止したことを
条件に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し手段によ
る錠剤取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動作に切り替えるか、前記錠剤取出し
手段による、錠剤供給部からの錠剤の取り出しを再開するかの選択を受け付ける受付画面
を表示する表示手段として機能させることを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明は、錠剤供給部から取り出して分包手段に供給される錠剤数を含む処方デ
ータを記憶する記憶手段と、錠剤が手撒きされる錠剤マスとを備え、錠剤を分包する分包
手段に錠剤を供給する錠剤供給装置における制御方法であって、錠剤取出し手段が、前記
記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から錠剤を取り出して前記分包
手段に供給する錠剤取出し工程と、手撒供給手段が、前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を
前記分包手段に供給する手撒供給工程と、切替手段が、前記記憶手段に記憶された処方デ
ータに含まれる錠剤数が前記錠剤取出し工程により取り出されていない状態で、前記錠剤
取出し手段による取り出し動作が停止したことを条件に、前記記憶手段に記憶された処方
データに従って行われる前記錠剤取出し工程による錠剤取出し動作を、前記手撒供給工程
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による供給動作に切り替え可能にする切替工程と、を備えることを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明は、錠剤供給部から取り出して分包手段に供給される錠剤数を含む処方デ
ータを記憶する記憶手段と、錠剤が手撒きされる錠剤マスとを備え、錠剤を分包する分包
手段に錠剤を供給する錠剤供給装置で読み取り実行可能なプログラムであって、前記錠剤
供給装置を、前記記憶手段に記憶された処方データに従って前記錠剤供給部から錠剤を取
り出して前記分包手段に供給する錠剤取出し手段と、前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を
前記分包手段に供給する手撒供給手段と、前記記憶手段に記憶された処方データに含まれ
る錠剤数が前記錠剤取出し手段により取り出されていない状態で、前記錠剤取出し手段に
よる取り出し動作が停止したことを条件に、前記記憶手段に記憶された処方データに従っ
て行われる前記錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動
作に切り替え可能にする切替手段として機能させることを特徴とする。
【００２６】
　また、本発明は、錠剤供給部から取り出して分包手段に供給される錠剤数を含む処方デ
ータを記憶する記憶手段を備え、錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給する錠剤供給装置
における制御方法であって、錠剤取出し手段が、前記記憶手段に記憶された処方データに
従って前記錠剤供給部から錠剤を取り出して前記分包手段に供給する錠剤取出し工程と、
手撒供給手段が、前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を前記分包手段に供給する手撒供給工
程と、表示手段が、前記記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠剤数が前記錠剤取
出し工程により取り出されていない状態で、前記錠剤取出し工程による取り出し動作が停
止したことを条件に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取
出し工程による錠剤取出し動作を、前記手撒供給工程による供給動作に切り替えるか、前
記錠剤取出し工程による、錠剤供給部からの錠剤の取り出しを再開するかの選択を受け付
ける受付画面を表示する表示工程と、を備えることを特徴とする。
【００２７】
　また、本発明は、錠剤供給部から取り出して分包手段に供給される錠剤数を含む処方デ
ータを記憶する記憶手段を備え、錠剤を分包する分包手段に錠剤を供給する錠剤供給装置
で読み取り実行可能なプログラムであって、前記錠剤供給装置を、前記記憶手段に記憶さ
れた処方データに従って前記錠剤供給部から錠剤を取り出して前記分包手段に供給する錠
剤取出し手段と、前記錠剤マスに手撒きされた錠剤を前記分包手段に供給する手撒供給手
段と、前記記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠剤数が前記錠剤取出し手段によ
り取り出されていない状態で、前記錠剤取出し手段による取り出し動作が停止したことを
条件に、前記記憶手段に記憶された処方データに従って行われる前記錠剤取出し手段によ
る錠剤取出し動作を、前記手撒供給手段による供給動作に切り替えるか、前記錠剤取出し
手段による、錠剤供給部からの錠剤の取り出しを再開するかの選択を受け付ける受付画面
を表示する表示手段として機能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、錠剤取出し手段で分包に必要な錠剤数を取り出されておらず、供給す
る錠剤が無くなり錠剤取出し動作が停止した場合であっても、分包動作を容易に継続させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】包装装置５と錠剤供給装置１０を含む錠剤供給システム（分包装置）を示す図で
ある。
【図２】図１に示す錠剤供給装置１０の拡大図、及び錠剤供給装置１０内の錠剤取出ユニ
ット１の錠剤シートの投入口を示す図である。
【図３】正面側から見た錠剤取出ユニット１の内部構造を示す図である。
【図４】錠剤取出ユニット１の内部構造（断面）を示す図である。
【図５】錠剤供給装置１０の内部構造を示す図である。
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【図６】錠剤供給ユニットの内部構造を示す図である。
【図７】包装ユニット７０１の内部構造を示す図である。
【図８】図７に示す包装ユニット７０１の内部構造の一部（７０３、７０４、７０５）を
拡大した図である。
【図９】錠剤取出ユニット１の内部構造を示す図である。
【図１０】錠剤供給装置１０を正面から見た図である。
【図１１】錠剤供給装置１０を横（正面から見て右側）から見た図である。
【図１２】図１０に示した錠剤供給装置１０の一部を抜粋した図である。すなわち、図１
０に示す錠剤取出ユニット１を２段分削除した図が、図１２である。
【図１３】錠剤供給装置１０の内部を横（正面から見て右側）から見た図である。
【図１４】包装装置５を上面から見た図である。
【図１５】手撒き錠剤部１４０１の断面図の一例を示す図である。
【図１６】包装装置５の内部の錠剤スライド部１６０１、スライド枠１６０２の構造を示
す図である。
【図１７】分包動作が始まる前の段階における、錠剤マス１４０２、シャッター１５０１
、錠剤スライド部１６０１のスライド枠１６０２の位置関係を示した図である。
【図１８】錠剤スライド部１６０１を支持する台の一例を示す図である。
【図１９】フタＡ（１８０１）、及びフタＢ（１８０２）が閉じた状態、フタＣ（１８０
３）が開いた状態を示した図である。
【図２０】図１に示す分包装置（錠剤供給システム）が有する包装装置５と錠剤供給ユニ
ットとの間で送受信する情報を示す図である。
【図２１】包装装置５の命令に基づき、錠剤取出し装置に錠剤取出し動作を行わせ、その
錠剤取出し動作を監視する処理の一例を示すフローチャートである。
【図２２】包装装置５の表示部１４０４（タッチパネル式の操作パネル）に表示される基
本設定画面である。
【図２３】錠剤取出し装置の設定画面の一例を示す図である。
【図２４】選択中の錠剤取出し装置ボタンの錠剤取出し装置で取り出される錠剤を、ユー
ザが、いつ、何錠、服用するのかを示す情報（処方データ）を入力するためのユニット設
定画面の一例を示す図である。
【図２５】包装データ構造体に含まれるデータの一例を示す図である。
【図２６】包装データのデータ構造の一例を示す図である。
【図２７】図２２の基本設定画面、図２３の錠剤取出し装置の設定画面、及び図２４のユ
ニット設定画面で入力されたデータに基づいて生成される包装データの一例を示す図であ
る。
【図２８】包装装置５による分包処理の一例を示すフローチャートである。
【図２９】錠剤供給ユニットのＣＰＵ２が制御する錠剤取出し装置による錠剤の取出し動
作の詳細処理の一例を示すフローチャートである。
【図３０】図２８に示す回復処理（ステップＳ４００８）の詳細処理の一例を示すフロー
チャートである。
【図３１】包装装置５から受信した錠剤取出し動作の動作命令を格納したテーブルの一例
を示す図である。
【図３２】ＰＴＰシートを錠剤不足エラーのあった錠剤取出し装置に追加投入して、錠剤
取出し動作を再開するか、手撒き錠剤部１４０１の錠剤マスに錠剤を入れて包装動作を再
開するかを選択する選択画面の一例を示す図である。
【図３３】手撒き錠剤部への錠剤のセット方法を示すガイダンス画面の一例を示す図であ
る。
【図３４】ステップＳ４２０７の準備処理の詳細処理の一例を示すフローチャートである
。
【図３５】包装データの一例を示す図である。
【図３６】分包動作を行うことで包装された包装シートの包みの一例を示す図である。
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【図３７】錠剤マス位置テーブル（手撒き錠剤セット位置情報）の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、図面を用いて、本発明の錠剤供給システム（図１）について説明する。
【００３１】
　まず、図１について説明する。
【００３２】
　図１は、包装装置５と錠剤供給装置１０を含む錠剤供給システム（分包装置）を示す図
である。錠剤供給システムは、本発明の分包システムの適用例である。分包システムは、
錠剤を分包する分包手段（包装装置５）に錠剤を供給する。
【００３３】
　図１は、錠剤供給装置１０、及び錠剤供給装置１０から供給された錠剤を包装する包装
装置５を含む錠剤供給システムを示す図である。
【００３４】
　１は、錠剤取出ユニットであり、錠剤シートから錠剤を取り出すユニットである。
【００３５】
　錠剤シートは、一般的にＰＴＰシートと呼ばれており、錠剤シートのことをＰＴＰシー
トとも言う。
【００３６】
　錠剤供給装置１０には複数の錠剤取出ユニット１が収納されている。錠剤取出ユニット
１は、本発明の錠剤取出し装置の適用例であり、錠剤取出ユニットのことを錠剤取出し装
置とも言う。錠剤取出ユニット１は、幅方向（左右方向）に６つが並べられ、この６つの
錠剤取出ユニット１からなる組が上下に３段に配置されている。すなわち、錠剤取出ユニ
ット１は、左右６列、上下３段に配列されている。
【００３７】
　錠剤供給装置１０は複数の錠剤取出ユニット１を備えているが、錠剤取出ユニット１の
数は１でもよい。
【００３８】
　５は、包装装置であり、錠剤供給装置１０の錠剤取出ユニット１から供給された錠剤を
包装する装置である。
【００３９】
　１０３は、散薬投入部であり、分包される散薬が投入される部である。
【００４０】
　また、散薬投入部１０３に投入された散薬は、包装装置５により、投薬１回分に分けら
れて、分けられた１回分の散薬を後述するメインホッパー５０５に入れられ、１回分ずつ
に分包される。
【００４１】
　１０は、錠剤供給装置であり、１または複数の錠剤取出ユニット１と、錠剤取出ユニッ
ト１で取り出された錠剤を供給する錠剤供給ユニットとを備えている。
【００４２】
　錠剤供給装置１０は、錠剤取出ユニット１により錠剤シート（ＰＴＰシート）から取り
出された錠剤を、錠剤供給ユニットの供給経路を経て、包装装置５に供給する。
【００４３】
　錠剤供給装置１０は、図１に示す通り、複数の錠剤取出ユニット１を備えている。
【００４４】
　この錠剤取出ユニット１が、錠剤シートの錠剤収容部（ポケット）に封入されている錠
剤を、錠剤収容部（ポケット）から取り出して、当該取り出された錠剤を、錠剤供給ユニ
ットが包装装置５に供給する。
【００４５】
　次に、図２を用いて、錠剤供給装置１０について説明する。
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【００４６】
　図２は、図１に示す錠剤供給装置１０の拡大図、及び錠剤供給装置１０内の錠剤取出ユ
ニット１の錠剤シートの投入口を示す図である。
【００４７】
　２０３は、錠剤シートを錠剤取出ユニット１に投入する投入口である。
【００４８】
　次に、図３を用いて、錠剤取出ユニット１の内部構造について説明する。
【００４９】
　図３は、正面側から見た錠剤取出ユニット１の内部構造を示す図である。
【００５０】
　なお、図３は、錠剤取出ユニット１が、２つ並んでいる図を示している。
【００５１】
　錠剤取出ユニット１は、錠剤シート５１を搬送する搬送機構と、搬送機構により搬送さ
れた錠剤シート５１が載置される載置台と、載置台上の錠剤シート５１の錠剤収容部を押
圧して錠剤を取り出す押出し機構とを有している。
【００５２】
　錠剤シート５１は、錠剤を収容する錠剤収容部を有するシート本体の下面に、アルミニ
ウム等からなる金属箔などを用いた封止シートを設けることによって錠剤が錠剤収容部に
密封されたものである。
【００５３】
　錠剤シート５１は、シート部上に凸状の錠剤収容部が幅方向に間隔をおいて２列に並ん
だ形態である。各列をなす複数の錠剤収容部は錠剤シート５１の長さ方向に沿って並んで
いる。
【００５４】
　なお、錠剤シート５１としては、シート部上に錠剤収容部が２列に並んだ形態のものに
限らず、錠剤収容部が錠剤シート５１の長さ方向に１列に並んだ形態や、錠剤収容部が幅
方向に間隔をおいて３列以上の複数列に並んだ形態も可能である。
【００５５】
　ここで、さらに、図４を用いて、錠剤取出ユニット１の内部構造について説明する。
【００５６】
　図４は、錠剤取出ユニット１の内部構造（断面）を示す図である。
【００５７】
　図４は、錠剤シートの投入口２０３にＰＴＰシートをセットし、ＰＴＰシートを除包位
置（錠剤の取出位置）まで搬送を行った際の図である。
【００５８】
　錠剤取出ユニット１は、錠剤シートを搬送する錠剤シート搬送機構（搬送機構）と、錠
剤シートが載置される載置台１８と、錠剤シートから錠剤を取り出す錠剤取出機構（押出
し機構）とを備えている。
【００５９】
　３９は、下部ローラである。
【００６０】
　錠剤シート搬送機構は、錠剤シート５１を進行方向に向け搬送するものであって、進行
方向に互いに間隔をおいて設けられた下部ローラ３９と、進行方向に互いに間隔をおいて
設けられた上部ローラとを備えている。
【００６１】
　下部ローラ３９と上部ローラとが回転することにより、錠剤シート５１を、図４に示す
進行方向に搬送し続けると、錠剤シートは、不図示の廃棄ボックスに送り出される。
【００６２】
　錠剤シート搬送機構は、錠剤収容部の押圧を継続する前に載置台１８上の押圧される位
置から所定の距離だけ錠剤シート５１をさらに搬送し、押出し機構が、錠剤収容部の押圧
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を継続（リトライ）する。
【００６３】
　下部ローラ３９は、駆動源により回転駆動可能であり、回転することにより、錠剤シー
トの下面に当接して錠剤シート５１に進行方法への力を加えることができる。
【００６４】
　上部ローラは、駆動源により回転駆動可能であり、回転することにより、錠剤シートの
上面に当接して錠剤シート５１に進行方向への力を加えることができる。
【００６５】
　上部ローラの幅方向の位置は、２列の錠剤収容部の間に相当する位置であるため、上部
ローラは錠剤収容部５２に当接することはない。
【００６６】
　下部ローラ３９と上部ローラは、錠剤シートを上下から挟み込んで錠剤シートを進行方
向に搬送できる。さらに、下部ローラ３９と上部ローラは錠剤シートを上下から挟み込ん
で錠剤シート５１を進行方向とは逆の方向にも搬送できる。
【００６７】
　２４は、導入シュートである。
【００６８】
　導入シュート２４は、載置台の下面側に設けられており、錠剤シート５１から取り出さ
れた錠剤を、後述する錠剤導入路４０１に導くものである。すなわち、導入シュート２４
は、載置台の下面側に排出口を有しており、錠剤シート５１から取り出された錠剤はその
排出口を通り、後述する錠剤導入路４０１に落ちていく。
【００６９】
　なお、この導入シュート２４は、錠剤取出しホッパーとも言う。
【００７０】
　錠剤取出ユニット１は、載置台１８上の錠剤シート５１の錠剤収容部を押圧する速度を
変更させる変更機構をさらに有している。
【００７１】
　押出し機構は、変更機構により変更されたより速い速度で錠剤収容部の押圧を継続して
行う。
【００７２】
　押出し機構は、錠剤シートの錠剤収容部の中央付近を押圧する内側押圧体８３と、中央
付近よりも外側の部分を押圧する外側押圧体８４とを含んでいる。
【００７３】
　内側押圧体８３と外側押圧体８４とが独立して動作することでＰＴＰシートの錠剤収容
部を押圧して、ＰＴＰシートから錠剤を取り出す。
【００７４】
　押出し機構は、内側押圧体８３よりも先に外側押圧体８４により錠剤収容部を押圧させ
る。
【００７５】
　内側押圧体８３の先端は、ほとんどの錠剤シート５１の錠剤収容部よりも面積が狭いの
で、内側押圧体８３は錠剤を取り出す場合（下降した場合）に、錠剤シートに開いた穴か
ら先端が突き出る。
【００７６】
　外側押圧体８４の先端は、ほとんどの錠剤シート５１の錠剤収容部よりも面積が広いの
で、錠剤を取り出す場合（下降した場合）に、錠剤シート５１に開いた穴から先端が突き
出ない。つまり、錠剤シート５１の錠剤収容部を押し潰すためのものである。
【００７７】
　錠剤取出機構（押出し機構）は、外側押圧体８４を昇降させる第１昇降機構と、内側押
圧体８３を昇降させる第２昇降機構とを有する。
【００７８】
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　第１昇降機構は、外側押圧体８４が取り付けられた第１昇降体９３と、回転駆動して第
１昇降体９３を昇降させるカム９４と、第１昇降体９３を上昇方向に付勢する付勢部材（
ばね）とを備えている。
【００７９】
　第１昇降体９３は、前後方向にわたって延在する柱状体であり、前端部に外側押圧体８
４が取り付けられている。カム９４は、外側押圧体８４の昇降動作を考慮して設計された
形状の板状体であり、駆動機構によって回転駆動する軸部に固定されている。
【００８０】
　カム９４は、第１昇降体９３の上面側に設けられ、軸部の回転に伴って回転駆動し、第
１昇降体９３を押圧することによって高さ位置を調整し、これによって外側押圧体８４の
高さ位置を調整する（外側押圧体８４の昇降動作を行う）ことができる。第１昇降機構は
、カムの回転動作のタイミング、カムの形状、軸部に対するカムの固定位置などの設定に
よって、外側押圧体８４の昇降動作のタイミングや変位量を任意に設定できる。
【００８１】
　第２昇降機構は、内側押圧体８３が取り付けられた第２昇降体９８と、回転駆動して第
２昇降体９８を昇降させるカム９９と、第２昇降体９８を上昇方向に付勢する付勢部材（
ばね）とを備えている。
【００８２】
　第２昇降体９８は、前後方向にわたって延在する柱状体であり、前端部に内側押圧体８
３が取り付けられている。カム９９は、第２昇降体９８の上面側に設けられ、軸部の回転
に伴って回転駆動し、第２昇降体９８を押圧して高さ位置を調整し、これによって内側押
圧体８３の高さ位置を調整する（内側押圧体８３の昇降動作を行う）ことができる。第２
昇降機構は、カム９９の回転動作のタイミング、カムの形状、軸部に対するカムの固定位
置などの設定によって、内側押圧体８３の昇降動作のタイミングや変位量を任意に設定で
きる。
【００８３】
　このため、カム９４とカム９９は、それぞれ第１昇降体と第２昇降体に対して互いに独
立に動作可能であり、内側押圧体８３と外側押圧体８４は、互いに独立に昇降動作させる
ことができる。
【００８４】
　錠剤取出機構における２つのカムの回転動作のタイミング等は、錠剤位置検出機構の検
出部からの信号に基づいて定めることができる。具体的には、検出された錠剤収容部の位
置に合わせて内側押圧体８３と外側押圧体８４を動作させることができる。
【００８５】
　錠剤取出ユニット１は、ＰＴＰシートの錠剤収容部の押圧をする前に、押圧される錠剤
収容部の長さを検出する検出機構１７をさらに有している。
【００８６】
　錠剤供給装置は、検出した錠剤収容部の長さに基づいて所定の距離を算出する算出手段
をさらに有している。
【００８７】
　検出機構１７は、押圧される錠剤収容部の長さを検出するとともに押圧される錠剤収容
部の位置をさらに検知する。
【００８８】
　錠剤取出ユニット１は、検知されたＰＴＰシートの錠剤収容部の位置に基づいて、押圧
される位置までの搬送距離を算出する算出手段をさらに有する。
【００８９】
　搬送機構（下部ローラ３９、上部ローラ）は、搬送距離により載置台１８上の錠剤収容
部が押圧される位置まで錠剤シートを搬送する。
【００９０】
　搬送機構は、所定の距離だけ前方または後方に錠剤シート５１を搬送する。
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【００９１】
　次に、図５を用いて、錠剤供給装置１０の内部構造について説明する。
【００９２】
　図５は、錠剤供給装置１０の内部構造を示す図である。
【００９３】
　なお、図５は、錠剤供給装置１０を背面側（裏側）から見た図である。
【００９４】
　２０４は、光学センサ（ビームセンサ）であり、落下物を検知するものである。除包さ
れた錠剤が導入シュート２４内を落下する際、除包された錠剤がビームセンサ上を通過し
、ビームセンサを遮光する。このビームセンサが遮光された状態をＯＮ状態とし、遮光さ
れていない状態をＯＦＦ状態とする。このＯＮ／ＯＦＦ状態を用いて落下物の有無の判定
を行う。錠剤落下検出機構は、光学センサ２０４と落下錠剤カウンタとを有する。
【００９５】
　錠剤取出ユニット１は、押圧により錠剤収容部から錠剤が取り出されたか否かを判定す
るべく、取り出された錠剤を検知する検知機構（光学センサ２０４）を有している。
【００９６】
　押出し機構は、取り出された錠剤が検知されない場合には錠剤収容部の押圧を継続（リ
トライ）し、取り出された錠剤が検知された場合には錠剤収容部の押圧を継続（リトライ
）しない。
【００９７】
　４０１は、錠剤導入路である。
【００９８】
　錠剤導入路４０１は、導入シュート２４と導通しており、錠剤シートから取り出され落
下した錠剤を導入シュート２４から第１集積ホッパーに中継する。
【００９９】
　次に、図６を用いて、錠剤供給ユニットの内部構造について説明する。
【０１００】
　図６は、錠剤供給ユニットの内部構造を示す図である。
【０１０１】
　４０２は、第１集積ホッパーである。
【０１０２】
　第１集積ホッパー４０２は、錠剤取出ユニット１により、ＰＴＰシートから取り出され
た錠剤が導入シュート２４を落下して通り、そして、導入シュート２４から錠剤導入路４
０１を通り、該錠剤が集積される部である。
【０１０３】
　すなわち、錠剤導入路４０１は、第１集積ホッパー４０２と直接、導通している。
【０１０４】
　５０１は、第２集積ホッパーである。第２集積ホッパー５０１は、第１集積ホッパー４
０２で集積された錠剤をさらに集積する。
【０１０５】
　すなわち、第２集積ホッパー５０１は、第１集積ホッパー４０２と導通している。
【０１０６】
　そのため、第１集積ホッパー４０２に落ちてきた錠剤５０は、第２集積ホッパー５０１
に落ちて集積される。
【０１０７】
　５０２は、第１の送り出し機構である。第１の送り出し機構５０２は、第２集積ホッパ
ーに集積された錠剤５０を第３の集積ホッパー５０３に移動させる。
【０１０８】
　５０３は、第３集積ホッパーである。第３集積ホッパー５０３は、第１の送り出し機構
５０２により送り出（移動）された錠剤を集積する。
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【０１０９】
　５０４は、第２の送り出し機構である。第２の送り出し機構５０４は、第３集積ホッパ
ーに集積された錠剤をメインホッパー５０５に移動させる。
【０１１０】
　５０５は、メインホッパーである。メインホッパー５０５は、第２の送り出し機構５０
４により送り出（移動）された錠剤（１回分）を集積し、包装シート（分包紙）の中に集
積した錠剤を投入する。
【０１１１】
　ここで、第１集積ホッパーは、本発明の第１の供給部の適用例であり、第２集積ホッパ
ーは、本発明の第２の供給部の適用例である。また、第１、第２、第３の集積ホッパーは
、本発明の供給部の適用例である。また、供給部は、錠剤取出し装置から、重力方向に向
けて配置されている。
【０１１２】
　次に、図７、図８を用いて、包装ユニット７０１の内部構造について説明する。
【０１１３】
　図７は、包装ユニット７０１の内部構造を示す図である。
【０１１４】
　図８は、図７に示す包装ユニット７０１の内部構造の一部（７０３、７０４、７０５）
を拡大した図である。
【０１１５】
　包装ユニット７０１は、包装装置５内のユニットである。
【０１１６】
　７０２は、包装シートが連なるロール紙（分包紙がロール状になっている紙）を包装機
構に送り出すロール紙送出機構である。
【０１１７】
　７０３は、メインホッパー５０５内に集積された錠剤（１回分の錠剤）が包装シートの
中に投入され、当該包装シートを加熱し溶着することにより、包装シートの中に投入され
た錠剤を、包装シートの中に封入する（包装機構）。
【０１１８】
　７０４は、メインホッパー５０５内に集積された錠剤が包装シートの中に投入され、当
該包装シートを加熱し溶着することにより、包装シートの中に投入された錠剤を、包装シ
ートの中に封入する（包装機構）。
【０１１９】
　すなわち、包装機構７０３と、包装機構７０４とで、包装シートを加熱し溶着すること
により、包装シートの中に投入された錠剤を、包装シートの中に封入する。
【０１２０】
　７０５は、連なるロール紙を１包毎の包装シート（１つの包み８０２）に分断するため
の分断用ミシン目８０１を包装シートに形成する分断機構である。
【０１２１】
　７０６はプリンタであり、包装シートに、日付、患者データ、エラー情報を印字する（
印字機構）。
【０１２２】
　図７、図８に示すように、包装ユニットにより、投薬１回分の錠剤が分包される。
【０１２３】
　次に、図９を用いて、錠剤取出ユニット１の内部構造について説明する。
【０１２４】
　図９は、錠剤取出ユニット１の内部構造を示す図である。
【０１２５】
　９０１は、錠剤シートの投入口２０３のカバーである。
【０１２６】
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　カバー９０１を開けることにより、錠剤シート５１を投入口２０３に入れることが出来
るようになる。
【０１２７】
　また、図９に示す２４は、導入シュートであり、既に、図４などを用いて説明している
ため、ここでは説明を省略する。
【０１２８】
　次に、図１０を用いて、錠剤供給装置１０について説明する。
【０１２９】
　図１０は、錠剤供給装置１０を正面から見た図である。
【０１３０】
　図１０に示す１は、図１にも示している通り、錠剤取出ユニットである。
【０１３１】
　錠剤取出ユニット１で、ＰＴＰシートから取り出された錠剤は、導入シュート２４を通
り、そして、錠剤導入路４０１を通り、第１集積ホッパー４０２に落ちていく。
【０１３２】
　次に、図１１を用いて、錠剤供給装置１０の錠剤供給ユニットが備える各構成について
説明する。
【０１３３】
　図１１は、錠剤供給装置１０を横（正面から見て右側）から見た図である。
【０１３４】
　図１０でも説明したが、錠剤取出ユニット１で、ＰＴＰシートから取り出された錠剤は
、導入シュート２４、錠剤導入路を通り、第１集積ホッパー４０２内に落ちてくる。
【０１３５】
　そして、第１集積ホッパー４０２を通った錠剤は、第２集積ホッパー５０１を通り、第
１の送り出し機構５０２に送られる。第１の送り出し機構は、第１の中継ユニットである
。
【０１３６】
　そして、第１の送り出し機構５０２は、錠剤を第３集積ホッパー５０３に送り、第３集
積ホッパー５０３は、第２の送り出し機構５０４に錠剤を送る。第２の送り出し機構５０
４は、第２の中継ユニットである。
【０１３７】
　第２の送り出し機構５０４は、第２の送り出し機構５０４に送られた錠剤を、メインホ
ッパー５０５に送る。
【０１３８】
　次に、図１２を用いて、錠剤取出ユニット１から取り出された錠剤がどのように、導入
シュート２４、錠剤導入路４０１、第１集積ホッパー４０２を通るかについて説明する。
【０１３９】
　図１２は、図１０に示した錠剤供給装置１０の一部を抜粋した図である。すなわち、図
１０に示す錠剤取出ユニット１を２段分削除した図が、図１２である。
【０１４０】
　図１２に示す点線の矢印１２０１は、錠剤取出ユニット１から取り出された錠剤の移動
経路を示している。
【０１４１】
　また、図１２に示す通り、第１集積ホッパー４０２の左側の導管、及び真ん中の導管の
幅は、直径が７８ｍｍである。
【０１４２】
　次に、図１３を用いて、錠剤供給装置１０の錠剤供給ユニットが備える各構成について
説明する。
【０１４３】
　図１３は、錠剤供給装置１０の内部を横（正面から見て右側）から見た図である。
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【０１４４】
　図１３に示す点線の矢印１２０１は、錠剤取出ユニット１から取り出された錠剤の移動
経路を示している。
【０１４５】
　最上段の錠剤取出ユニット１の導入シュート２４の出口から、第１の傾斜部までの距離
は、約４６０ｍｍであり、中段の錠剤取出ユニット１の導入シュート２４の出口から、第
１の傾斜部までの距離は、約２６５ｍｍである。
【０１４６】
　また、第１集積ホッパー４０２の長さは、約３６２ｍｍである。すなわち、最下段の錠
剤取出ユニット１の導入シュート２４の出口から、第２集積ホッパー５０１までの距離は
、約３６２ｍｍである。
【０１４７】
　各段の錠剤取出ユニット１で、ＰＴＰシートから錠剤が取り出されると、錠剤は、導入
シュート２４を通り、導入シュート２４の出口から、錠剤導入路４０１を通り、そして、
第１集積ホッパー４０２に入り、第２集積ホッパー５０１に集積される。
【０１４８】
　この時、全体の分包時間を短縮させることを考慮すると、導入シュート２４（錠剤取り
出しホッパー）出口から、まっすぐ下に垂直落下させ、第２集積ホッパー下部に収めるこ
とが考えられる。
【０１４９】
　しかしながら、最上段の錠剤取出ユニット１で取り出された錠剤を、導入シュート２４
（錠剤取り出しホッパー）出口から、まっすぐ下に垂直落下させ、第２集積ホッパー下部
に収めると、約８７６ｍｍもあるため、錠剤が割れたり、欠けたりして破損してしまう可
能性が高くなる。また、ＰＴＰシートから取り出される薬が、カプセルの場合は凹んだり
して変形をしてしまう可能性が高くなる。
【０１５０】
　このように、本実施形態の錠剤供給装置１０は、錠剤取出ユニット１が複数積み上げら
れて使用できるようになっているため、特に最上段の錠剤取出ユニット１から錠剤が落下
する場合には、導入シュート２４（錠剤取り出しホッパー）出口から第２集積ホッパーま
での距離が非常に長くなり、ＰＴＰシートから取り出される錠剤、又はカプセルが、破損
してしまう可能性が高くなってしまう。
【０１５１】
　そこで、第１集積ホッパー４０２の上部に、分包時間をあまりロスしない程度に錠剤を
バウンドさせる第１の傾斜部を設ける。すなわち、第１集積ホッパー４０２の上部の一部
をオフセットさせる。
【０１５２】
　本実施の形態では、重力方向から約３２°の傾斜を有する第１の傾斜部としている。
【０１５３】
　また、第２集積ホッパー５０１においても、第１集積ホッパー４０２から第２集積ホッ
パー５０１の下部にダイレクトに錠剤が到達しないように、第２集積ホッパー５０１も分
包時間をあまりロスしない程度に錠剤をバウンドさせる第２の傾斜部を設けている。
【０１５４】
　本実施の形態においては、第２の傾斜部は、水平方向より約４０°の傾斜としている。
【０１５５】
　ここで、第１の傾斜部、第２の傾斜部の角度は、例として、それぞれ、約３２°、約４
０°としているが、落下してくる錠剤がバウントして（落下スピードを落として）、その
後の経路に移動可能な角度（次の供給部に落下により供給可能な角度の傾斜）であれば、
どのような角度であってもよい。
【０１５６】
　このように、第１集積ホッパー４０２に、第１の傾斜部を備え、第２集積ホッパー５０
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１に第２の傾斜部を備えることにより、錠剤取出ユニット１の導入シュート２４（錠剤取
り出しホッパー）出口から、第２集積ホッパー５０１の下部までダイレクトに錠剤を落下
させず、錠剤の落下向きを変えつつ錠剤が破損、変形しない程度のクッションを与えるこ
とができる。その結果、落下してくる錠剤が第２集積ホッパー５０１の下部に到達した時
の衝撃を和らげることができ、錠剤が破損、変形する可能性を低減させることが出来るよ
うになる。
【０１５７】
　第１の傾斜部は、錠剤取出し装置から落下してきた錠剤が接触する位置に設けられてお
り、第２の傾斜部は、第１の傾斜部に接触した錠剤がさらに落下して接触する位置に設け
られている。
【０１５８】
　また、第１の傾斜部、第２の傾斜部に、ゴムなどの、衝撃を吸収する材料（衝撃吸収材
）を更に設けることにより、錠剤の衝撃をさらに抑えることが可能となる。
【０１５９】
　図１４は、包装装置５を上面から見た図である。
【０１６０】
　１４０１は、ユーザによる手撒きにより錠剤を包装装置５にセットする手撒き錠剤部で
ある。
【０１６１】
　１４０２は、手撒き錠剤部１４０１内の、１回分の錠剤をセットする錠剤マスであり、
１４０２は、４番目のマスを示している。
【０１６２】
　包装装置５には、図１４の１４０１に示すように、１回分の錠剤（１つに包装する錠剤
）をセットする錠剤マスが、複数設けられている。錠剤マスは、ユーザにより錠剤が手撒
きされるマスである。
【０１６３】
　１４０３は、錠剤マスにセットされた錠剤（３錠）を示している。
【０１６４】
　１４０４は、タッチパネル式の操作パネルであり、各種表示を行う表示部であると共に
、ユーザによる各種操作を受け付ける部である。１４０１は、本発明の表示手段の適用例
である。
【０１６５】
　ユーザが手撒きにより１回分の錠剤を各錠剤マスにセットして、当該錠剤マスにセット
された錠剤の分包を行う場合、各錠剤マスにセットされた錠剤を、１番の錠剤マスにセッ
トされた錠剤から順番に、分包する。
【０１６６】
　図１４に示すように、手撒き錠剤部１４０１は、３行１５列の計４５個の錠剤マス１４
０２を有している。
【０１６７】
　図１５は、手撒き錠剤部１４０１の断面図の一例を示す図である。
【０１６８】
　１５０１は、手撒き錠剤部１４０１の底面にあるシャッターである。
【０１６９】
　シャッター１５０１は、開いた状態での開口部を広く確保するために、２枚のシャッタ
ーが重なった構造となっている。
【０１７０】
　シャッター１５０１が左方向へ開くことによって、各錠剤マスにセットされている錠剤
が下方向へ落下する。
【０１７１】
　図１６は、包装装置５の内部の錠剤スライド部１６０１、スライド枠１６０２の構造で
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ある。
【０１７２】
　錠剤スライド部１６０１は、分包動作が始まる前の段階では、手撒き錠剤部１４０１の
直下に配置されている。
【０１７３】
　図１６に示す通り、錠剤スライド部１６０１は、スライド枠１６０２を有している。
【０１７４】
　各スライド枠１６０２は、上部に位置する各錠剤マスと、それぞれ対になるような形状
で構成されており、分包動作が始まる前の段階では、各スライド枠１６０２は、上部に位
置する各錠剤マスと、それぞれ対になるよう配置されている。
【０１７５】
　錠剤スライド部１６０１は、シャッター１５０１が開くことにより各錠剤マスからスラ
イド枠１６０２に落下した錠剤を、左方向へスライドして搬送するためのものである。
【０１７６】
　錠剤スライド部１６０１を左方向にスライドして搬送する動力源としてモータを備えて
おり、当該モータにより錠剤スライド部１６０１を左方向にスライドして搬送することが
可能となる。
【０１７７】
　図１７は、分包動作が始まる前の段階における、錠剤マス１４０２、シャッター１５０
１、錠剤スライド部１６０１のスライド枠１６０２の位置関係を示した図である。
【０１７８】
　図１７に示すように、分包動作が始まる前の段階では、錠剤マス１４０２の真下に錠剤
スライド部のスライド枠１６０２が位置している。
【０１７９】
　錠剤スライド部１６０１のスライド枠１６０２は、底面を有していない。そのため、シ
ャッター１５０１が開くことにより錠剤マスからスライド枠１６０２に落下した錠剤は、
錠剤スライド部１６０１を支持している台を底面として保持される。
【０１８０】
　図１８は、錠剤スライド部１６０１を支持する台の一例を示す図である。
【０１８１】
　図１８に示すように、錠剤スライド部１６０１を支持する台の左側に、錠剤を堰き止め
るフタ１８０１、１８０２、１８０３を有している。
【０１８２】
　１８０１は、錠剤スライド部１６０１の奥の行のスライド枠内の錠剤を堰き止めるフタ
Ａである。
【０１８３】
　１８０２は、錠剤スライド部１６０１の中央行のスライド枠内の錠剤を堰き止めるフタ
Ｂである。
【０１８４】
　１８０３は、錠剤スライド部１６０１の手前の行のスライド枠内の錠剤を堰き止めるフ
タＣである。
【０１８５】
　図１９は、第３集積ホッパーの右側面から見た錠剤スライド部１６０１を支持する台の
、錠剤を堰き止めるフタ１８０１、１８０２、１８０３と、第３集積ホッパー５０３の断
面図の一例である。
【０１８６】
　図１９に示すように、錠剤を堰き止めるフタ（錠剤堰き止めフタ）１８０１、１８０２
、１８０３を、それぞれ独立して開閉することができる。
【０１８７】
　各錠剤堰き止めフタ１８０１、１８０２、１８０３のいずれかを開閉することにより、
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錠剤スライド部１６０１の各行のスライド枠内の錠剤を、選択的に第３集積ホッパー５０
３に落下させることができる。
【０１８８】
　各錠剤堰き止めフタ１８０１、１８０２、１８０３の開閉は、不図示のモータにより個
々に行われる。
【０１８９】
　なお、図１９は、フタＡ（１８０１）、及びフタＢ（１８０２）が閉じた状態、フタＣ
（１８０３）が開いた状態を示している。
【０１９０】
　図１４に示すように、手撒き錠剤部１４０１は、多数の錠剤マス１４０２を有している
。
【０１９１】
　１包に包装する錠剤が、錠剤マス１４０２の１マスに対応しており、包装する包数に応
じて、予め、錠剤マス１４０２の番号順に、１包に包装する錠剤を錠剤マス１４０２にセ
ット（投入）しておく。
【０１９２】
　包装動作を開始すると、図１５に示すように、各錠剤マス１４０２の底面にある全ての
シャッター１５０１が開き、図１６に示す錠剤スライド部１６０１の対応する各スライド
枠１６０２に、各錠剤マス１４０２内の錠剤がそれぞれ落下する。錠剤が、各スライド枠
１６０２に落下した後、錠剤スライド部１６０１を左方向に移動する。
【０１９３】
　すなわち、スライド枠１６０２内に錠剤のあるスライド枠１６０２のうち、最も左側の
スライド枠１６０２の位置が、フタＡ（１８０１）、フタＢ（１８０２）、フタＣ（１８
０３）の位置に来るまで、錠剤スライド部１６０１を左方向に移動する。
【０１９４】
　そして、フタＡ（１８０１）、フタＢ（１８０２）、フタＣ（１８０３）を、それぞれ
包装動作ごとの包装の番号順に、開けて閉じることにより、１マス分ずつの錠剤を、第３
集積ホッパー５０３に落下させることができる。
【０１９５】
　そして、スライド枠１６０２内の１列分の錠剤を第３集積ホッパー５０３に落とし終え
ると、錠剤スライド部１６０１を次の列まで再び移動する。
【０１９６】
　すなわち、スライド枠１６０２内に錠剤のあるスライド枠１６０２のうち、最も左側の
スライド枠１６０２の１つ右側のスライド枠１６０２の列が、フタＡ（１８０１）、フタ
Ｂ（１８０２）、フタＣ（１８０３）の位置に来るように、再度、錠剤スライド部１６０
１を左方向に移動する。これを繰り返すことにより、各錠剤マス１４０２にセット（投入
）された錠剤を、それぞれ１回分ずつ分包することが可能となる。
【０１９７】
　なお、図１９に示すように、堰き止めフタ（１８０１、１８０２、１８０３）は、第３
集積ホッパー５０３の上部に配置しており、堰き止めフタ（１８０１、１８０２、１８０
３）が開くことで、第３集積ホッパー５０３に、スライド枠１６０２内に存在しているフ
タの上の錠剤を、落下させることが可能となる。
【０１９８】
　図２０は、図１に示す分包装置（錠剤供給システム）が有する包装装置５と錠剤供給ユ
ニット（錠剤供給装置１０）との間で送受信する情報を示す図である。
【０１９９】
　２００１は、包装装置５のＣＰＵ１である。
【０２００】
　２００１は、包装装置５が搭載している各種装置（包装ユニット７０１や手撒き錠剤部
１４０１等）の各可動部の制御を行う。



(23) JP 5673778 B2 2015.2.18

10

20

30

40

50

【０２０１】
　２００２は、錠剤供給装置１０が有する錠剤供給ユニットのＣＰＵ２である。
【０２０２】
　２００２は、錠剤供給装置１０に搭載している錠剤取り出し装置（錠剤取出しユニット
１）の制御を行う。錠剤取出し装置は、本発明の錠剤取出し機構の適用例である。
【０２０３】
　ＣＰＵ１とＣＰＵ２は、互いに通信可能に接続されている。
【０２０４】
　包装装置５のＣＰＵ１がホストとなり包装装置５の各装置が動作するタイミング等を管
理している。
【０２０５】
　例えば、錠剤取り出し装置に、ＰＴＰシートから錠剤を取り出す動作を行わせる場合に
は、包装装置５のＣＰＵ１が、錠剤供給ユニット１のＣＰＵ２に対して、錠剤の取出しを
行う錠剤取出し装置を識別する識別情報と、当該錠剤取出し装置で取り出す錠剤数と、錠
剤取出し指示とを示す動作命令を送信し、当該動作命令を受け付けた錠剤供給ユニット１
のＣＰＵ２が、当該動作命令に従って、当該識別情報により特定される錠剤取出し装置に
対して、錠剤の取出し動作を行うよう信号を出力し、当該錠剤取出し装置による錠剤取出
し動作を行わせる。錠剤取出し装置が、包装装置５のＣＰＵ１から受け付けた動作命令に
含まれる錠剤数を、ＰＴＰシートから取り出すことが可能となる。
【０２０６】
　このように、包装装置５のＣＰＵ１が、錠剤供給ユニット１のＣＰＵ２に対して、各種
動作命令を送信し、当該各種動作命令を受信した錠剤供給ユニット１のＣＰＵ２が、錠剤
供給ユニット１が制御する各装置の動作の実行を行う。また、錠剤供給ユニット１のＣＰ
Ｕ２は、包装装置５のＣＰＵ１に対して、当該動作命令に対する応答と、錠剤供給ユニッ
ト１が制御する各装置の動作状態を示す情報を送信する。
【０２０７】
　本実施の形態では、包装装置５のＣＰＵ１と、錠剤供給ユニット１のＣＰＵ２とがそれ
ぞれ連携して、包装装置５が制御する各装置（各ユニット）、及び、錠剤供給ユニット１
が制御する各装置（各ユニット）の各種動作を制御するように説明するが、図１に示す分
包装置（錠剤供給システム）が備えるＣＰＵが、分包装置（錠剤供給システム）の全ての
各装置を制御する構成でも構わない。
【０２０８】
　まず、包装装置５の命令に基づき、錠剤取出し装置に錠剤取出し動作を行わせ、その錠
剤取出し動作を監視する処理について、図２１を用いて説明する。
【０２０９】
　図２１は、包装装置５の命令に基づき、錠剤取出し装置に錠剤取出し動作を行わせ、そ
の錠剤取出し動作を監視する処理の一例を示すフローチャートである。
【０２１０】
　図２１に示す各ステップの処理は、包装装置５のＣＰＵ１が、記憶手段に格納されたプ
ログラムをメモリにロードして実行することにより実現される。
【０２１１】
　まず、包装装置５のＣＰＵ１は、錠剤供給ユニット１のＣＰＵ２に対して、錠剤の取出
しを行う錠剤取出し装置を識別する識別情報と、当該錠剤取出し装置で取り出す錠剤数と
、錠剤取出し指示とを示す動作命令を送信する（ステップＳ２１０１）。
【０２１２】
　そして、当該動作命令を受け付けた錠剤供給ユニット１のＣＰＵ２は、当該動作命令に
従って、当該識別情報により特定される錠剤取出し装置に対して、錠剤の取出し動作を行
うよう信号を出力し、当該錠剤取出し装置による錠剤取出し動作を行わせる。これを動作
命令に含まれる錠剤数分、行うことで、包装装置５のＣＰＵ１から受け付けた動作命令に
含まれる錠剤数を、ＰＴＰシートから取り出すことが可能となる。
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【０２１３】
　また、錠剤供給ユニット１のＣＰＵ２は、包装装置５のＣＰＵ１に対して、当該識別情
報により特定される錠剤取出し装置の動作状況を示す動作情報を送信する。
【０２１４】
　そして、包装装置５のＣＰＵ１は、当該動作情報を、錠剤供給ユニット１から受信する
と、当該動作情報により示される錠剤取出し装置の動作状況を確認し、錠剤取り出し動作
が完了したか否かを判定する（ステップＳ２１０２）。包装装置５のＣＰＵ１は、錠剤取
り出し動作が完了したと判定されると（ＮＯ）、次に実行すべき処理へと遷移し、一方、
錠剤取り出し動作が完了していないと判定されると（ＹＥＳ）、次に実行すべき処理には
遷移せずに、引き続き、動作情報を錠剤供給ユニット１から受信する。
【０２１５】
　図２２は、包装装置５の表示部１４０４（タッチパネル式の操作パネル）に表示される
基本設定画面である。
【０２１６】
　図２２の基本設定画面は、処方データに基づく、錠剤を包装するためのデータの入力を
受け付ける画面である。
【０２１７】
　具体的には、図２２に示すように、包装数、手撒き錠剤部１４０１に手で撒いた錠剤を
分包するか否かを示す情報、及び、どの錠剤取出し装置から何錠の錠剤をどのタイミング
で取り出すのかを特定するための情報が入力される。
【０２１８】
　入力部２３０１は、全ての包装数を入力する入力部である。図２２の２３０１の例では
、２１包を分包することが設定されていることを示している。
【０２１９】
　２３０２は、手撒き錠剤部１４０１に手で撒いた錠剤を分包するか否かを示す情報を入
力する入力部であり、「あり」又は「なし」を入力することが可能である。
【０２２０】
　入力部２３０２に、「あり」が入力されている場合には、手撒き錠剤部１４０１に手で
撒いた錠剤を分包することが設定されていることを示し、「なし」が入力されている場合
には、手撒き錠剤部１４０１に手で撒いた錠剤を分包しないことが設定されていることを
示している。
【０２２１】
　図２２の２３０２の例では、「なし」が入力されているため、手撒き錠剤部１４０１に
手で撒いた錠剤を分包しないことが設定されていることを示している。
【０２２２】
　２３０３は、図２３に示す錠剤取出し装置の設定画面を表示するための編集ボタンであ
る。
【０２２３】
　２３０４は、分包動作を一時停止させるためのストップボタンである。
【０２２４】
　２３０５は、分包動作を、開始、又は一時停止状態から再開させるためのスタートボタ
ンである。
【０２２５】
　包装装置５は、まず、表示部１４０４に、図２２の基本設定画面を表示して、ユーザに
よる各種情報の入力を受け付ける。
【０２２６】
　具体的には、ユーザが、入力部２３０１に包装数（分包数）を、また、入力部２３０２
に手で撒いた錠剤を分包するか否かを示す情報（「あり」／「なし」）を入力し、包装装
置５は、これらの情報の入力を受け付ける。
【０２２７】
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　また、包装装置５は、編集ボタン２３０３がユーザにより押下されると、図２３に示す
錠剤取出し装置の設定画面を表示部１４０４に表示する。
【０２２８】
　図２３は、錠剤取出し装置の設定画面の一例を示す図である。
【０２２９】
　図２３に示す錠剤取出し装置の設定画面は、タッチパネル式の操作パネルである表示部
１４０４に表示される画面である。
【０２３０】
　図２３に示すように、錠剤取出し装置の設定画面には、錠剤取出し装置を識別する識別
情報として番号（１番～１８番）が表示されている。
【０２３１】
　上述の通り、図１、図２に示すように、錠剤取出し装置は、幅方向（左右方向）に６つ
が並べられ、この６つの錠剤取出し装置からなる組が上下に３段ある状態で、錠剤供給装
置１０に配置されている。
【０２３２】
　この配置位置と同様に、錠剤取出し装置の設定画面（図２３）には、最下段の左側の錠
剤取出し装置から右側の錠剤取出し装置に対してそれぞれ１番～６番の錠剤取出し装置の
識別番号を、また、中段の左側の錠剤取出し装置から右側の錠剤取出し装置に対してそれ
ぞれ７番～１２番の錠剤取出し装置の識別番号を、また、最上段の左側の錠剤取出し装置
から右側の錠剤取出し装置に対してそれぞれ１３番～１８番の錠剤取出し装置の識別番号
を、表示している。
【０２３３】
　図２３に示すように、錠剤取出し装置の設定画面には、これらの各識別番号が示された
ボタン（以下、錠剤取出し装置ボタンとも言う。）が表示されている。
【０２３４】
　例えば、図２３の２４０１は、識別番号（錠剤取出し装置の識別番号のことを、錠剤取
出し番号とも言う）が１番の錠剤取出し装置に関する設定を行うためのボタン（錠剤取出
し装置ボタン）である。ここで、図２３に示すように、識別番号が１番の錠剤取出し装置
のボタン２４０１は、錠剤供給装置１０に装着された各錠剤取出し装置のうち、最下段で
最も左側に装着された錠剤取出し装置であることを示している。
【０２３５】
　同様に、図２３の２４０２は、識別番号が２番の錠剤取出し装置に関する設定を行うた
めのボタン（錠剤取出し装置ボタン）である。ここで、図２３に示すように、識別番号が
２番の錠剤取出し装置のボタン２４０２は、錠剤供給装置１０に装着された各錠剤取出し
装置のうち、最下段で最も左側の錠剤取出し装置から１つ右側の錠剤取出し装置であるこ
とを示している。
【０２３６】
　同様に、図２３の２４０３は、識別番号が３番の錠剤取出し装置に関する設定を行うた
めのボタン（錠剤取出し装置ボタン）である。ここで、図２３に示すように、識別番号が
３番の錠剤取出し装置のボタン２４０３は、錠剤供給装置１０に装着された各錠剤取出し
装置のうち、最下段で最も左側の錠剤取出し装置から２つ右側の錠剤取出し装置であるこ
とを示している。
【０２３７】
　図２３の２４０４は、錠剤供給装置に関する設定を決定する決定ボタンであり、包装装
置５は、当該決定ボタンがユーザにより押下されると、基本設定画面（図２２）を表示す
る（表示画面が前の画面に戻る）。
【０２３８】
　ユーザにより、錠剤取出し装置ボタンが押下されると、包装装置５は、表示部１４０４
に、図２４に示すユニット設定画面を表示する。
【０２３９】
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　図２４は、選択中の錠剤取出し装置ボタンの錠剤取出し装置で取り出される錠剤を、ユ
ーザが、いつ、何錠、服用するのかを示す情報（処方データ）を入力するためのユニット
設定画面の一例を示す図である。
【０２４０】
　ユーザは、ユニット設定画面を介して、選択中の錠剤取出し装置ボタンの錠剤取出し装
置で取り出される錠剤の、１日あたりの服用回数、及び、１回の服用錠剤数を入力する。
【０２４１】
　２５０１は、選択中の錠剤取出し装置ボタンの錠剤取出し装置で取り出される錠剤の、
朝の服用錠剤数を入力する入力部である。
【０２４２】
　また、２５０２は、選択中の錠剤取出し装置ボタンの錠剤取出し装置で取り出される錠
剤の、昼の服用錠剤数を入力する入力部である。
【０２４３】
　また、２５０３は、選択中の錠剤取出し装置ボタンの錠剤取出し装置で取り出される錠
剤の、夕の服用錠剤数を入力する入力部である。
【０２４４】
　図２４の入力部２５０１、入力部２５０２、入力部２５０３には、それぞれ、「１」、
「１」、「１」、が入力されているため、朝に１錠、昼に１錠、夕方に１錠、患者が服用
しなければならないことを示しており、朝用の包み、昼用の包み、夕方用の包みのそれぞ
れに、１錠ずつを包装しなければならないことを示している。
【０２４５】
　すなわち、１日あたりの服用回数は３回（朝、昼、夕）であり、１回あたりの錠剤数は
１回であることを示している。
【０２４６】
　２５０４は、入力部２５０１、入力部２５０２、入力部２５０３に入力された錠剤数を
０にクリアするクリアボタンである。
【０２４７】
　２５０５は、入力部２５０１、入力部２５０２、入力部２５０３に入力された錠剤数の
設定で決定する決定ボタンである。
【０２４８】
　包装装置５は、ユーザにより、入力部２５０１、入力部２５０２、入力部２５０３に、
錠剤数が入力されることにより、１日あたり服用回数、１回の錠剤数、いつ服用するのか
を示す時間情報が入力される。
【０２４９】
　また、ユーザにより、入力部２５０１、入力部２５０２、入力部２５０３に入力された
錠剤数が、すべて「０」が入力され、決定ボタン２５０５が押下されることは、現在、ユ
ニット設定画面で入力している選択中の錠剤取出し装置では、錠剤取出し動作を行わない
ことを設定したことを意味する。
【０２５０】
　このように、ユニット設定画面（図２４）を介して入力された処方データ、基本設定画
面（図２２）を介して入力されたデータに従って、図２３の画面で選択中の錠剤取出し装
置で、錠剤の取出し動作を行う錠剤数、及び取出しタイミングなどを決定することが可能
となる。
【０２５１】
　ユーザにより、決定ボタン２５０５が押下されると、包装装置５は、錠剤取出し装置の
設定画面（図２３）を表示する（表示画面が前の画面に戻る）。
【０２５２】
　そして、包装装置５は、図２４のユニット設定画面で設定された内容を、錠剤取出し装
置の設定画面（図２３）の当該内容が設定された錠剤取出し装置の錠剤取出し装置ボタン
上に表示する。
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【０２５３】
　例えば、図２３の画面で、ユーザにより、１番の錠剤取出し装置ボタン２４０１が押下
され、図２４の画面で、朝１錠、昼１錠、夕方１錠と入力され、決定ボタン２５０５が押
下された場合には、図２３の画面のボタン２４０１には、「３回／日」のように、１日あ
たりの服用回数が表示され、また、「１錠／回」のように、１回あたりの錠剤数が表示さ
れる。
【０２５４】
　また、図２３の画面の例では、１日あたりの服用回数、及び、１回あたりの錠剤数が表
示されているが、その他に、図２４の画面で設定された、いつ服用するのかを示す時間情
報（朝、昼、夕など）を表示することもできる。
【０２５５】
　図２３の２４０２についても、同様に、ボタン２４０２がユーザにより押下されると、
包装装置５は、識別番号が２番の錠剤取出し装置のユニット設定画面（図２４）を表示し
、処方データの入力を受け付ける。そして、処方データが入力され、決定ボタン２５０５
が押下されると、包装装置５は、当該入力された処方データをボタン２４０２上に表示す
る。
【０２５６】
　また、錠剤取出し装置の識別番号が３番から１８番については、処方データが表示され
ていないため、３番から１８番の識別番号の錠剤取出し装置は、錠剤の取出し動作を行わ
ない設定であることを示している。
【０２５７】
　そして、錠剤取出し動作を行う各錠剤取出し装置について、処方データを入力した後に
、決定ボタン２４０４が押下されると、当該各錠剤供給装置について入力された処方デー
タの設定を決定し、図２２に示す基本設定画面を表示部１４０４に表示する（表示画面が
前の画面に戻る）。
【０２５８】
　次に、包装装置５は、表示部１４０４に表示されている基本設定画面のスタートボタン
２３０５がユーザにより押下されると、基本設定画面（図２２）、錠剤取出し装置の設定
画面（図２３）、ユニット設定画面（図２４）を介して入力された情報に基づいて、包装
データ（図２７）を生成する。ここで生成される包装データは、入力された処方データを
含む。
【０２５９】
　そして、包装データは、包装装置５のメモリ（記憶手段）に記憶される。すなわち、包
装データは、錠剤供給部から取り出して分包手段に供給される錠剤数を含む処方データを
含む情報であり、記憶手段に記憶される。
【０２６０】
　包装データのデータ構造を図２６に示す。
【０２６１】
　図２６は、包装データのデータ構造の一例を示す図である。
【０２６２】
　図２６に示すように、包装データは、図２２の基本設定画面の入力部２３０１に入力さ
れた包装数分の包装データ構造体３１０１を有する。
【０２６３】
　例えば、図２２の基本設定画面の入力部２３０１に入力された包装数が、「２１」の場
合、２１包の包装データ構造体３１０１を有している。この２１包のそれぞれについて１
つの包装データ構造体を有している。
【０２６４】
　図２６に示す包装データは、１包目から、入力部２３０１に入力された包装数目まで、
順番に包装データ構造体を有しており、包装装置５のメモリ（記憶手段）に記憶される。
【０２６５】
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　３１０１は、包装データ構造体の配列であり、１回の分包動作で必要な包数分の包装デ
ータにより構成されている。
【０２６６】
　なお、本実施例において、「分包動作」とは、すべての包みの作成を終了するまでの一
連の動作を表し、「包装動作」とは、１つの包装データ構造体に従って１包の包みを作成
する動作を表す。
【０２６７】
　包装装置５による各包装動作では、当該包装動作に対応する包装データ構造体のデータ
を参照し、当該データに従って、必要な動作を実行する。
【０２６８】
　この包装データは、分包開始時に表示部１４０４で設定されている内容に従って生成さ
れ、メモリに記憶される。
【０２６９】
　次に、包装データ構造体に含まれるデータを図２５に示す。
【０２７０】
　図２５は、包装データ構造体に含まれるデータの一例を示す図である。
【０２７１】
　図２５に示すように、包装データ構造体３００１は、包装動作の包装内容が示されてい
る。
【０２７２】
　すなわち、包装データ構造体３００１は、１包分の包装データ構造体である。
【０２７３】
　図２５に示すように、包装データ構造体３００１は、１包の包装動作に関し、錠剤取出
しユニット（錠剤取出し装置）ごとに、錠剤取出し動作を行うか否かを示す情報、及び錠
剤取出し動作を行う場合に錠剤を取り出す錠剤数を含む情報３００２と、手撒き錠剤部１
４０１に手撒きされた錠剤の包装動作（錠剤スライド部１６０１、及び錠剤堰き止めフタ
１８０１、１８０２、１８０３の動作により１包分の錠剤を第３集積ホッパー５０３に落
として包装する包装動作）を行うか否かを示す情報３００３と、当該１包の包装動作によ
り包装される錠剤の服用時期（朝／昼／夕）を示す時間情報３００４と、当該１包の包装
動作の包装処理の経過情報としての、当該包装処理が完了したか否かを示す包装処理経過
情報３００５（包装待ち／包装済み）と、を含んでいる。
【０２７４】
　次に、図２７を用いて、包装データの具体例について、説明する。
【０２７５】
　図２７は、図２２の基本設定画面、図２３の錠剤取出し装置の設定画面、及び図２４の
ユニット設定画面で入力されたデータに基づいて生成される包装データの一例を示す図で
ある。
【０２７６】
　図２７は、図２２の基本設定画面、図２３の錠剤取出し装置の設定画面、及び図２４の
ユニット設定画面を介して、以下の５つの設定がなされた場合に、生成される包装データ
である。
【０２７７】
・設定１：図２２の基本設定画面の２３０１に入力された包装数が「２１」である。
【０２７８】
・設定２：図２２の基本設定画面の２３０２に入力された手撒き錠剤が「なし」である。
【０２７９】
・設定３：識別番号が１番の錠剤取出し装置のユニット設定画面（図２４）の入力部２５
０１に「１」（朝）が、入力部２５０２に「１」（昼）が、入力部２５０３に「１」（夕
）が、それぞれ入力され設定（決定）されている（朝、昼、夕のそれぞれで１錠ずつ服用
することを示す情報が設定されている）。
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【０２８０】
・設定４：識別番号が２番の錠剤取出し装置のユニット設定画面（図２４）の入力部２５
０１に「２」（朝）が、入力部２５０２に「０」（昼）が、入力部２５０３に「０」（夕
）が、それぞれ入力され設定（決定）されている（朝のみ２錠を服用することを示す情報
が設定されている）。
【０２８１】
・設定５：識別番号が３～１８番の各錠剤取出し装置については、処方データが入力され
ておらず、これらの錠剤取出し装置による錠剤取出し動作を行う設定がなされていない。
【０２８２】
　上述の設定１の通り、包装数が「２１」であるため、包装データは、１包目の包装デー
タ構造体から２１包目の包装データ構造体まで順番に包装データ構造体が配列されている
。
【０２８３】
　図２７に示す包装データの例は、朝、昼、夕、朝、昼…というように、１日毎に服用す
る順番で分包する方式であるＡＢ分包で分包するための包装データのデータ構造を示して
いる。
【０２８４】
　そのため、１包目の包装データ構造体は、１日目の朝の包みについての包装データ構造
体であるため、識別番号が１番の錠剤取出し装置から１個の錠剤を取り出す動作を行うこ
とを示す情報（錠剤取出し装置番号１動作　あり（１錠））、及び識別番号が２番の錠剤
取出し装置から２個の錠剤を取り出す動作を行うことを示す情報（錠剤取出し装置番号２
動作　あり（２錠））を含んでいる。
【０２８５】
　また、１包目の包装データ構造体は、識別番号が３～１８番の各錠剤取出し装置による
錠剤取出し動作は行わない設定であるため、識別番号が３番から１８番までの錠剤取出し
装置からは錠剤を取り出す動作は行わないことを示す情報（・・・錠剤取出し装置番号１
８動作　なし）を含んでいる。
【０２８６】
　また、入力部２３０２に入力された手撒き錠剤が「なし」であり、手撒き錠剤部１４０
１に手で撒かれる錠剤の分包は行わないため、１包目の包装データ構造体は、その旨の情
報（手撒き錠剤部動作　なし）を含んでいる。
【０２８７】
　また、１包目の包装データ構造体は、１日目の朝の包みについての包装データ構造体で
あるため、１包目の包みの服用時期は朝である旨の情報（服用時期（時間情報）：朝）を
含んでいる。
【０２８８】
　また、１包目の包装データ構造体は、１包目の包みの包装動作の包装処理が完了したか
否かを示す包装処理経過情報（包装処理経過情報：包装待ち）を含んでいる。ここでは、
まだ１包目の包みの包装動作の包装処理が完了していないため、その旨を示す包装処理経
過情報として、「包装処理経過情報：包装待ち」が設定されている。
【０２８９】
　２包目の包装データ構造体は、１日目の昼の包みについての包装データ構造体であるた
め、識別番号が１番の錠剤取出し装置から１個の錠剤を取り出す動作を行うことを示す情
報（錠剤取出し装置番号１動作　あり（１錠））を含んでいる。
【０２９０】
　また、識別番号が２番の錠剤取出し装置は、朝のみ２錠を取り出す設定であるため、２
包目の包装データ構造体には、錠剤を取り出す動作は行わないことを示す情報（錠剤取出
し装置番号２動作　なし）を含んでいる。
【０２９１】
　また、２包目の包装データ構造体は、識別番号が３～１８番の各錠剤取出し装置による
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錠剤取出し動作は行わない設定であるため、識別番号が３番から１８番までの錠剤取出し
装置からは錠剤を取り出す動作は行わないことを示す情報（・・・錠剤取出し装置番号１
８動作　なし）を含んでいる。
【０２９２】
　また、入力部２３０２に入力された手撒き錠剤が「なし」であり、手撒き錠剤部１４０
１に手で撒かれる錠剤の分包は行わないため、２包目の包装データ構造体は、その旨の情
報（手撒き錠剤部動作　なし）を含んでいる。
【０２９３】
　また、２包目の包装データ構造体は、１日目の昼の包みについての包装データ構造体で
あるため、２包目の包みの服用時期は昼である旨の情報（服用時期（時間情報）：昼）を
含んでいる。
【０２９４】
　また、２包目の包装データ構造体は、１包目の包みの包装動作の包装処理が完了したか
否かを示す包装処理経過情報（包装処理経過情報：包装待ち）を含んでいる。ここでは、
まだ２包目の包みの包装動作の包装処理が完了していないため、その旨を示す包装処理経
過情報として、「包装処理経過情報：包装待ち」が設定されている。
【０２９５】
　３包目の包装データ構造体は、１日目の夕方の包みについての包装データ構造体である
ため、識別番号が１番の錠剤取出し装置から１個の錠剤を取り出す動作を行うことを示す
情報（錠剤取出し装置番号１動作　あり（１錠））を含んでいる。
【０２９６】
　また、識別番号が２番の錠剤取出し装置は、朝のみ２錠を取り出す設定であるため、３
包目の包装データ構造体には、錠剤を取り出す動作は行わないことを示す情報（錠剤取出
し装置番号２動作　なし）を含んでいる。
【０２９７】
　また、３包目の包装データ構造体は、識別番号が３～１８番の各錠剤取出し装置による
錠剤取出し動作は行わない設定であるため、識別番号が３番から１８番までの錠剤取出し
装置からは錠剤を取り出す動作は行わないことを示す情報（・・・錠剤取出し装置番号１
８動作　なし）を含んでいる。
【０２９８】
　また、入力部２３０２に入力された手撒き錠剤が「なし」であり、手撒き錠剤部１４０
１に手で撒かれる錠剤の分包は行わないため、３包目の包装データ構造体は、その旨の情
報（手撒き錠剤部動作　なし）を含んでいる。
【０２９９】
　また、３包目の包装データ構造体は、１日目の夕方の包みについての包装データ構造体
であるため、３包目の包みの服用時期は夕方である旨の情報（服用時期（時間情報）：夕
）を含んでいる。
【０３００】
　また、３包目の包装データ構造体は、３包目の包みの包装動作の包装処理が完了したか
否かを示す包装処理経過情報（包装処理経過情報：包装待ち）を含んでいる。ここでは、
まだ３包目の包みの包装動作の包装処理が完了していないため、その旨を示す包装処理経
過情報として、「包装処理経過情報：包装待ち」が設定されている。
【０３０１】
　このように、包装データは、１日分の包装データ構造体が、服用する順番に配列されて
いる。
【０３０２】
　包装データには、さらに、２日目の包装データ構造体が、１日分の包装データ構造体と
同様に、服用する順番に配列されている。
【０３０３】
　４包目以降の包装データ構造体についても、１日分の包装データ構造体の配列の繰り返
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しであるため、ここでは説明を省略する。
【０３０４】
　以上のようにして、包装装置５は、２１個の包み（７日分）についての包装データ構造
体の配列から構成される包装データを生成する。
【０３０５】
　図２７では、ＡＢ分包についての包装データについて説明したが、朝、朝、朝、昼、昼
…といったように、服用時期の集合順に分包する方式であるＡＡ分包で分包するための包
装データを生成することも可能である。
【０３０６】
　すなわち、ＡＢ分包の方式で分包するか、ＡＡ分包の方式で分包するかは、どちらか一
方の選択を受け付ける選択部を図２２の基本設定画面に更に設け、包装装置５が、当該選
択部を介してユーザにより選択された方式の包装データを生成する。
【０３０７】
　次に、包装装置５による分包処理について、図２８を用いて説明する。
【０３０８】
　図２８は、包装装置５による分包処理の一例を示すフローチャートである。
【０３０９】
　図２８に示す各ステップの処理は、包装装置５のＣＰＵ２０１が、メモリに記憶された
プログラムをロードして実行することにより実現される。
【０３１０】
　まず、包装装置５は、上述のように、図２２の基本設定画面、図２３の錠剤取出し装置
の設定画面、及び図２４のユニット設定画面を表示部１４０４に表示し、ユーザによる上
述の各種データの入力を受け付ける。そして、包装装置５は、図２２の基本設定画面のス
タートボタン２３０５がユーザにより押下されると、上述したように、図２２の基本設定
画面、図２３の錠剤取出し装置の設定画面、及び図２４のユニット設定画面を介して入力
されたデータに基づいて包装データ（図２６、２７）を生成し、生成された包装データを
メモリに記憶する（ステップＳ４００１）。
【０３１１】
　次に、包装装置５は、包装動作を開始するにあたって必要な準備動作を行う（ステップ
Ｓ４００２）。具体的には、包装データ内のいずれかの包装データ構造体に、手撒き錠剤
部１４０１に手で撒かれる錠剤の分包を行う旨の情報（手撒き錠剤部動作　あり）が含ま
れている場合には、包装装置５はシャッター１５０１を開けて閉じるように制御し、錠剤
マス１４０２内の錠剤を、錠剤スライド部１６０１のスライド枠に落とす。
【０３１２】
　次に、包装装置５は、メモリに記憶された包装データの１包目の包装データ構造体から
順番に、ステップＳ４００３からステップＳ４０１１の処理を繰り返し実行する。
【０３１３】
　包装装置５は、まず、１包目の包装データ構造体を読み込み、当該包装データ構造体に
、手撒き錠剤部１４０１に手で撒いた錠剤を包装することを示す情報（手撒き錠剤部動作
　あり）が含まれているか否かを判定し、今回の包装で手撒き錠剤部の動作が必要か否か
を判定する（ステップＳ４００３）。
【０３１４】
　そして、包装装置５は、当該包装データ構造体に、手撒き錠剤部１４０１に手で撒いた
錠剤を包装することを示す情報（手撒き錠剤部動作　あり）が含まれていると判定された
場合には（ＹＥＳ）、手撒き錠剤部１４０１の動作を行う。一方、手撒き錠剤部１４０１
に手で撒いた錠剤を包装することを示す情報（手撒き錠剤部動作　あり）が含まれていな
い、すなわち、手撒き錠剤部１４０１に手で撒いた錠剤を包装しないことを示す情報（手
撒き錠剤部動作　なし）が含まれていると判定された場合には（ＮＯ）、処理をステップ
Ｓ４００５に移行する。
【０３１５】
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　ステップＳ４００４において、具体的には、包装装置５は、今回、包装対象の錠剤が錠
剤マスから落下したスライド枠１６０２が、フタＡ（１８０１）、フタＢ（１８０２）、
フタＣ（１８０３）の上に来るように、錠剤スライド部１６０１を左方向に移動する。そ
して、包装装置５は、今回、包装対象（包装動作を行う包装の番号）の錠剤のあるスライ
ド枠１６０２の下にあるフタ（１８０１、１８０２、１８０３のいずれかのフタ）を開け
て閉じることにより、１マス分ずつの錠剤を、第３集積ホッパー５０３に落下させる。こ
こで、「包装動作を行う包装の番号」とは、図１４の錠剤マス１４０２の番号（１、２・
・・）のことを示し、包装データ構造体のいくつ目の包みであるかを示す番号（１包目、
２包目・・・）に対応している。
【０３１６】
　すなわち、ステップＳ４００４は、錠剤マスに手撒きされた錠剤を分包手段に供給する
手撒供給手段の適用例である。
【０３１７】
　次に、包装装置５は、現在処理対象としている包装データ構造体に、錠剤取出し装置に
よる錠剤を取り出す動作を行うことを示す情報（錠剤取出し装置番号ｎ動作　あり（ｍ錠
））が含まれているか否かを判定し、今回の包装で錠剤取り出し装置の動作が必要かを判
定する（ステップＳ４００５）。そして、包装装置５は、現在処理対象としている包装デ
ータ構造体に、錠剤取出し装置による錠剤を取り出す動作を行うことを示す情報が含まれ
ていると判定された場合には（ＹＥＳ）、今回の包装で錠剤取り出し装置の動作が必要で
あると判定し、処理をステップＳ４００６に移行する。一方、現在処理対象としている包
装データ構造体に、錠剤取出し装置による錠剤を取り出す動作を行うことを示す情報が含
まれていないと判定された場合には（ＮＯ）、今回の包装で錠剤取り出し装置の動作は必
要ないと判定し、処理をステップＳ４０１０に移行する。
【０３１８】
　そして、包装装置５は、ステップＳ４００６において、現在処理対象としている包装デ
ータ構造体に含まれている、今回の包装において錠剤を取り出す動作を行う全ての錠剤取
出し装置の錠剤取出し装置番号（識別番号）と、当該各錠剤取出し装置番号（識別番号）
により識別される錠剤取出し装置が取り出す錠剤の数（錠剤数）とを含む動作命令を、錠
剤供給ユニットに送信して、各錠剤取出し装置による錠剤取出し動作を行わせる。
【０３１９】
　すなわち、ステップＳ４００６は、記憶手段に記憶された処方データに従って錠剤供給
部（ここでの実施例では、錠剤シートとして説明するが、錠剤が溜められたカセットでも
よい）から錠剤を取り出す錠剤取出し手段として機能する。錠剤取出し手段は、錠剤シー
トから錠剤を取り出す。
【０３２０】
　ステップＳ４００５において、包装装置５は、例えば、現在処理対象としている包装デ
ータ構造体に、識別番号が１番の錠剤取出し装置から１個の錠剤を取り出す動作を行うこ
とを示す情報（錠剤取出し装置番号１動作　あり（１錠））、及び識別番号が２番の錠剤
取出し装置から２個の錠剤を取り出す動作を行うことを示す情報（錠剤取出し装置番号２
動作　あり（２錠））を含んでいると判定した場合には（ＹＥＳ）、識別番号が１番の錠
剤取出し装置から１個の錠剤を取り出す動作を行う動作命令、及び、識別番号が２番の錠
剤取出し装置から２個の錠剤を取り出す動作を行う動作命令を、錠剤供給ユニットに送信
して、各錠剤取出し装置による錠剤取出し動作を行わせる（ステップＳ４００６）。
【０３２１】
　当該錠剤供給ユニットは、当該それぞれの動作命令を包装装置５から受信すると、当該
それぞれの動作命令を、例えば図３１に示すテーブルに格納する。
【０３２２】
　図３１は、包装装置５から受信した錠剤取出し動作の動作命令を格納したテーブルの一
例を示す図である。
【０３２３】
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　錠剤供給ユニットは、錠剤供給ユニットのメモリに、図３１に示すテーブルを記憶する
。
【０３２４】
　図３１に示すテーブルには、「動作する錠剤取出し装置番号」と、「取り出す錠剤数」
とが対応付けて記憶されている。
【０３２５】
　ここで、「動作する錠剤取出し装置番号」は、錠剤を取り出す動作を行う錠剤取出し装
置の識別番号を示しており、「取り出す錠剤数」は、当該識別番号で識別される錠剤取出
し装置から何錠の錠剤を取り出すのかを示している。
【０３２６】
　錠剤供給ユニットは、図３１に示すテーブルに従って、当該識別番号で識別される錠剤
取出し装置から指定された錠剤数の錠剤を取り出すように錠剤取出し装置を動作するよう
にする。
【０３２７】
　ここでの錠剤供給ユニットのＣＰＵ２が制御する錠剤取出し装置による錠剤の取出し動
作の詳細処理については、図２９を用いて、後で説明する。
【０３２８】
　次に、包装装置５は、錠剤取出し動作の動作命令に示された錠剤数の錠剤を、当該動作
命令に示された錠剤取出し装置が取り出すことが出来なかった旨を示す錠剤不足エラーを
、錠剤供給ユニットから受信したか否かを判定する（ステップＳ４００７）。この錠剤不
足エラーは、錠剤シートを所定枚数錠剤取出し装置にセットしていなかった、または、錠
剤取出し装置が錠剤取出し動作を行ったが錠剤シートに錠剤が残ってしまい錠剤シートか
ら錠剤を取り出すことが出来なかった場合などに発生するエラーである。錠剤供給ユニッ
トのＣＰＵ２が、後述する図２９のステップＳ４１１２の錠剤不足エラーの出力処理を行
うことにより、包装装置５は錠剤不足エラーを受信する。
【０３２９】
　次に、包装装置５は、錠剤不足エラーを、錠剤供給ユニットから受信したと判定された
場合には（ＹＥＳ）、処理をステップＳ４００８に移行して、錠剤不足エラーの状態から
復帰するための回復処理を実行する。一方、錠剤不足エラーを錠剤供給ユニットから受信
することなく、錠剤取り出し動作が完了した旨を示す動作情報を、錠剤供給ユニットから
受信した場合には（ＮＯ）、処理をステップＳ４００９に移行する。これは、適宜、錠剤
供給ユニットが包装装置５に錠剤取出し装置の動作状況を示す動作情報を送信しており、
後述する図２９のステップＳ４１０８で、１包分の錠剤を取り出したと判定された場合（
ＹＥＳ）に、錠剤供給ユニットが、包装装置５に、錠剤取り出し動作が完了した旨を示す
動作情報を送信するため、包装装置５は、当該動作情報を受信することにより、処理をス
テップＳ４００９に移行することが可能となる。
【０３３０】
　ステップＳ２００８の回復処理の詳細処理は、図３０を用いて、後で説明する。
【０３３１】
　次に、包装装置５は、回復処理を実行した後、または、錠剤供給ユニットから、錠剤取
り出し動作が完了した旨を示す動作情報を受信した後は、錠剤取出し装置から取り出され
た錠剤は、第２集積ホッパー５０１に集積しているため、第１の送り出し機構を往復動作
させることで、第２集積ホッパー５０１に集積された錠剤を第３の集積ホッパー５０３に
送り出す（ステップＳ４００９）。これにより、ステップＳ４００４でスライド枠１６０
２から第３集積ホッパー５０３に落下した１マス分の錠剤、及び／又は、ステップＳ４０
０６で取り出された錠剤、及び／又はステップＳ４００８の回復処理で第３集積ホッパー
５０３に落下した１マス分の錠剤が、第３集積ホッパー５０３に集合する。
【０３３２】
　次に、包装装置５は、第２の送り出し機構５０４を往復動作させ、第３集積ホッパーに
集合した錠剤をメインホッパー５０５へ送出する（ステップＳ４０１０）。
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【０３３３】
　そして、包装装置５は、包装機構７０３、７０４により、メインホッパー５０５内に集
積された錠剤（１回分の錠剤）が包装シートの中に投入し、当該包装シートを加熱し溶着
することにより、包装シートの中に投入された錠剤を、包装シートの中に封入して包装す
る。そして、包装装置５は、現在、処理対象の包装データ構造体の、包装動作の包装処理
が完了していないことを示す包装処理経過情報（包装処理経過情報：包装待ち）を、包装
動作の包装処理が完了したことを示す包装処理経過情報（包装処理経過情報：包装済み）
に更新する（ステップＳ４０１１）。
【０３３４】
　ここで、第１の送り出し機構、及び第２の送り出し機構、及び、包装機構７０３、７０
４は、錠剤取出し装置により取り出された錠剤を分包する錠剤取出し分包機構の適用例で
ある。すなわち、錠剤取出し手段により取り出された錠剤、及び／又は手撒供給手段によ
り供給された錠剤を分包する分包手段の適用例である。
【０３３５】
　また、ステップＳ４００４で動作する各部、及び、第２の送り出し機構、及び、包装機
構７０３、７０４は、手撒きされた錠剤を分包する手撒き分包機構の適用例である。
【０３３６】
　次に、包装装置５は、ステップＳ４００１でメモリに記憶された包装データ内に次に処
理対象とする包装データ構造体（例えば２包目の包装データ構造体）があるか否かを判定
し（ステップＳ４０１２）、次に処理対象とする包装データ構造体があると判定された場
合には（ＹＥＳ）、当該包装データ構造体を処理対象にして、ステップＳ４００３の処理
を実行する。一方、次に処理対象とする包装データ構造体がない、すなわち、ステップＳ
４００１でメモリに記憶された包装データ内の全ての包装データ構造体について、ステッ
プＳ４００３からステップＳ４０１１の処理を実行したと判定された場合には（ＮＯ）、
最終包の作成が終了して分包動作を完了したと判断し、図２８に示す処理を終了する。
【０３３７】
　次に、錠剤供給ユニットのＣＰＵ２が制御する錠剤取出し装置による錠剤の取出し動作
の詳細処理について、図２９を用いて説明する。
【０３３８】
　図２９は、錠剤供給ユニットのＣＰＵ２が制御する錠剤取出し装置による錠剤の取出し
動作の詳細処理の一例を示すフローチャートである。
【０３３９】
　図２９に示す各ステップの処理は、錠剤供給ユニットのＣＰＵ２が、メモリに記憶され
たプログラムをロードして実行することにより実現される。
【０３４０】
　まず、錠剤供給ユニットは、図２８のステップＳ４００６で包装装置５から送信された
錠剤取り出しの動作命令を受信すると、当該動作命令を、メモリにテーブル（例えば図３
１に示すテーブル）として格納する。
【０３４１】
　図３１には、錠剤を取り出す動作を行う錠剤取出し装置の識別番号と、当該識別番号で
識別される錠剤取出し装置から何錠の錠剤を取り出すのかを、錠剤取出し装置ごとに表し
ている。
【０３４２】
　図３１に示すように、複数の錠剤取出し装置による錠剤取出しの動作命令を包装装置５
から受信した場合には、当該複数の錠剤取出し装置による錠剤取出し動作を、それぞれ並
行して実行することができる。
【０３４３】
　図３１のテーブルには、装置番号１（識別番号が１番）の錠剤取出し装置から、錠剤を
１錠取り出す動作命令と、装置番号２（識別番号が２番）の錠剤取出し装置から、錠剤を
２錠取り出す動作命令とが含まれている。そのため、錠剤供給ユニットは、装置番号１（
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識別番号が１番）の錠剤取出し装置から錠剤を１錠取り出すように、錠剤取出し装置を動
作させる。また、これに並行して、錠剤供給ユニットは、装置番号２（識別番号が２番）
の錠剤取出し装置から錠剤を２錠取り出すように、錠剤取出し装置を動作させる。
【０３４４】
　錠剤供給ユニットのＣＰＵ２が、各錠剤取出し装置の動作を制御しているため、錠剤供
給ユニットのＣＰＵ２が、図２９に示す各ステップを、各錠剤取出し装置ごとに並行して
制御することとなる。すなわち、図２９は、錠剤供給ユニットのＣＰＵ２が、１台の錠剤
取出し装置の動作処理を制御しているフローチャートである。
【０３４５】
　まず、錠剤供給ユニットは、錠剤取出し装置の下部ローラ、及び上部ローラを回転させ
ることで、錠剤シートの投入口２０３にセット（投入）された錠剤シートを、錠剤の取出
位置の方向に搬送する（ステップＳ４１０１）。
【０３４６】
　そして、錠剤供給ユニットは、搬送中の錠剤シートの錠剤収容部（ポケット）を検出機
構１７（センサ）により検出する（ステップＳ４１０２）。
【０３４７】
　検出機構１７（センサ）は、錠剤供給部から取り出す錠剤が有るかを検出する検出手段
の適用例である。
【０３４８】
　次に、錠剤供給ユニットは、ステップＳ４１０２で、搬送中の錠剤シートの錠剤収容部
（ポケット）を検出機構１７（センサ）が検出したか否かを判定し（ステップＳ４１０３
）、検出できた場合には、処理をステップＳ４１０４に移行し、検出できなかった場合に
は、処理をステップＳ４１１１に移行する。
【０３４９】
　すなわち、検出手段により、錠剤供給部から取り出す錠剤が無い（錠剤シートが無い）
と検出された場合に（ステップＳ４１０３：ＮＯ）、処理をステップＳ４１１１に移行す
る。
【０３５０】
　錠剤供給ユニットは、搬送中の錠剤シートの錠剤収容部（ポケット）を検出機構１７（
センサ）が検出した場合には、下部ローラ、及び上部ローラを回転し、ポケットが検出さ
れた位置から所定の距離だけ、錠剤シートを搬送し、錠剤の取り出し位置にポケットが来
るように錠剤シートを搬送する（ステップＳ４１０４）。
【０３５１】
　そして、錠剤供給ユニットは、カム９４およびカム９９を回転させることにより、第１
昇降体９３および第２昇降体９８を動作させて（錠剤の取出し動作を行い）、錠剤シート
のポケットに封入されている錠剤を押し出す（ステップＳ４１０５）。
【０３５２】
　錠剤供給ユニットは、ステップＳ４１０５で第１昇降体９３および第２昇降体９８によ
りポケットが押し出されることにより取り出された錠剤を、光学センサ２０４により検出
する（ステップＳ４１０６）。
【０３５３】
　次に、錠剤供給ユニットは、ステップＳ４１０６で、光学センサ２０４により錠剤が検
出できたか否かを判定し（ステップＳ４１０７）、検出できたと判定された場合には、処
理をステップＳ４１０８に移行し、検出出来なかったと判定された場合には、処理をステ
ップＳ４１０９に移行する。
【０３５４】
　錠剤供給ユニットは、ステップＳ４１０７で検出された錠剤の数が、図３１に示すテー
ブルにおいて、当該検出された錠剤を取り出した錠剤取出し装置の識別番号に対応する「
取り出す錠剤数」であるか否かを判定することにより、１包分の錠剤をすべて取り出した
か否かを判定する（ステップＳ４１０８）。
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【０３５５】
　錠剤供給ユニットは、ステップＳ４１０８で、１包分の錠剤をすべて取り出したと判定
した場合には、包装装置５に、錠剤取り出し動作が完了した旨を示す動作情報を送信し、
処理を終了する。一方、ステップＳ４１０８で、１包分の錠剤をすべて取り出していない
と判定した場合には、処理をステップＳ４１１０に移行する。
【０３５６】
　錠剤供給ユニットは、ステップＳ４１０９で、錠剤の取出し動作の回数（ステップＳ４
１０５の処理回数）が、規定回数（所定回数）を超えているか否かを判定し、規定回数を
超えていると判定した場合には（ＹＥＳ）、処理をステップＳ４１０８に移行する。一方
、規定回数を超えていないと判定された場合には（ＮＯ）、処理をステップＳ４１０５に
移行して、再度、錠剤の取出し動作を行う。
【０３５７】
　ここで、規定回数を超えていると判定し（ステップＳ４１０９：ＹＥＳ）、処理をステ
ップＳ４１０８に移行することは、取出し動作を行っているポケットに錠剤が存在してい
ても取り出すことを断念したことを意味し、錠剤の取り出しに失敗したことになる。
【０３５８】
　錠剤シートの錠剤が２列となっている。そのため、錠剤供給ユニットは、ステップＳ４
１０５で錠剤の取出し動作を行ったポケットの隣のポケットに対して、ステップＳ４１０
５の錠剤取出し動作を行ったか否かを判定する（ステップＳ４１１０）。ステップＳ４１
０５で錠剤の取出し動作を行ったポケットの隣のポケットに対しても、ステップＳ４１０
５の錠剤取出し動作を行ったと判定した場合には（ステップＳ４１１０：ＮＯ）、錠剤シ
ートに錠剤が存在しないため、ステップＳ４１０１に移行して、錠剤シートを、錠剤の取
出位置の方向（廃棄ボックスの方向）に搬送する（ステップＳ４１０１）。一方、ステッ
プＳ４１０５で錠剤の取出し動作を行ったポケットの隣のポケットに対して、ステップＳ
４１０５の錠剤取出し動作を行っていないと判定した場合には（ステップＳ４１１０：Ｙ
ＥＳ）、処理をステップＳ４１０５に戻して、ステップＳ４１０５で錠剤の取出し動作を
行ったポケットの隣のポケットに対して錠剤取出し動作を行う。
【０３５９】
　錠剤供給ユニットは、ステップＳ４１０３で、錠剤シートを所定距離搬送してもポケッ
トを検出出来なかったと判定した場合には（ＮＯ）、下部ローラ、及び上部ローラを回転
させることにより、錠剤シート（ＰＴＰシート）を廃棄ボックスの方向に搬送し（ステッ
プＳ４１１１）、錠剤取出し装置が動作命令に示された錠剤数の錠剤を取り出すことが出
来なかった旨を示す錠剤不足エラーを、包装装置５に送信する（ステップＳ４１１２）。
【０３６０】
　次に、図２８に示す回復処理（ステップＳ４００８）の詳細処理について、図３０を用
いて説明する。
【０３６１】
　図２８に示す回復処理は、本発明の切替手段の適用例である。
【０３６２】
　すなわち、図２８に示す回復処理では、記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠
剤数が錠剤取出し手段により取り出されていない状態で、錠剤取出し手段による取り出し
動作が停止したことを条件に、記憶手段に記憶された処方データに従って行われる錠剤取
出し手段による錠剤取出し動作を、手撒供給手段による供給動作に切り替え可能にする。
【０３６３】
　また、回復処理では、後述するが、未取り出しの錠剤数を含む処方データに従って行わ
れる錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、手撒供給手段による供給動作に切り替え可
能にする。
【０３６４】
　具体的には、切替手段は、表示手段により表示された画面を介して、錠剤取出し手段に
より取り出すことが出来ない錠剤を、手撒供給手段から供給するように切り替える選択を
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ユーザ操作により受け付けた場合に、錠剤取出し手段により取り出すことが出来ない錠剤
を、手撒供給手段から供給するように切り替え、一方、錠剤取出し手段により、追加の錠
剤供給部から錠剤を取り出す選択をユーザ操作により受け付けた場合には、手撒供給手段
から錠剤を供給するように切り替えることなく、錠剤取出し手段により、追加の錠剤供給
部から錠剤を取り出す機能を備えている。
【０３６５】
　図３０は、図２８に示す回復処理（ステップＳ４００８）の詳細処理の一例を示すフロ
ーチャートである。
【０３６６】
　図３０に示す各ステップの処理は、包装装置５のＣＰＵ２０１が、メモリに記憶された
プログラムをロードして実行することにより実現される。
【０３６７】
　まず、包装装置５は、ステップＳ４００７で、錠剤不足エラーを、錠剤供給ユニットか
ら受信したと判定された場合には（ＹＥＳ）、図３２に示す選択画面を表示部１４０４に
表示して（本発明の表示手段）、包装動作を一時停止する（本発明の停止手段）。
【０３６８】
　包装動作を一時停止する処理は、検出手段により、錠剤供給部から取り出す錠剤が無い
と検出された場合に、錠剤取出し手段による取り出し動作を停止する停止手段の適用例で
ある。
【０３６９】
　図３２は、ＰＴＰシートを錠剤不足エラーのあった錠剤取出し装置に追加投入して、錠
剤取出し動作を再開するか、手撒き錠剤部１４０１の錠剤マスに錠剤を入れて包装動作を
再開するかを選択する選択画面の一例を示す図である。
【０３７０】
　図３２は、記憶手段に記憶された処方データに従って行われる錠剤取出し手段による錠
剤取出し動作を、手撒供給手段による供給動作に切り替えるか、錠剤取出し手段による、
追加の錠剤供給部からの錠剤の取り出しを再開するかの選択を受け付ける受付画面の適用
である。
【０３７１】
　図３２の選択画面には、ＰＴＰシートを錠剤不足エラーのあった錠剤取出し装置に追加
投入して、錠剤取出し動作を再開する指示を受付けるボタン５００２と、手撒き錠剤部１
４０１の錠剤マスに錠剤を入れて包装動作を再開する指示を受付けるボタン５００３とが
表示されている。また、図３２の画面では、どの錠剤取出し装置の錠剤取出しが、錠剤が
足りなくて一時停止しているかを示すメッセージを表示する。
【０３７２】
　図３２の選択画面は、表示手段により表示された受付画面を介して、記憶手段に記憶さ
れた処方データに従って行われる錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、手撒供給手段
による供給動作に切り替えるか、錠剤取出し手段による、追加の錠剤供給部からの錠剤の
取り出しを再開するかの選択を受け付ける受付手段の適用例である。
【０３７３】
　すなわち、記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠剤数を、錠剤取出し手段によ
り錠剤を取り出すことが出来ない場合に、錠剤取出し手段により取り出すことが出来ない
錠剤を、手撒供給手段から供給するように切り替えるかの指示を受け付ける画面である。
【０３７４】
　また、この画面は、錠剤取出し手段により取り出すことが出来ない錠剤を、手撒供給手
段から供給するように切り替えるか、錠剤取出し手段により、追加の錠剤供給部から錠剤
を取り出すかの選択を受け付ける画面であり、この画面を、表示部に表示する（表示手段
）。
【０３７５】
　５００３は、錠剤取り出し動作を手撒き動作へ変更する場合に選択するボタンである。
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【０３７６】
　包装装置５は、ユーザによる、ボタン５００２、又はボタン５００３の何れかの選択を
受け付け、ボタン５００２がユーザにより選択された場合は（ステップＳ４２０１：ＮＯ
）、図２２に示す基本設定画面を表示部１４０４に表示して、ステップＳ４２０８に移行
する。
【０３７７】
　一方、ボタン５００３がユーザにより選択された場合は（ステップＳ４２０１：ＹＥＳ
）、処理をステップＳ４２０１ａに移行する。
【０３７８】
　このようにして、包装装置５は、錠剤不足エラーの発生した錠剤取り出し装置を手撒き
の動作に変更するかをユーザに確認する。
【０３７９】
　ボタン５００２がユーザにより選択された場合は（ステップＳ４２０１：ＮＯ）、ユー
ザは、追加する錠剤シートを投入口２０３にセット（投入）した後に、表示部１４０４に
表示された基本設定画面のスタートボタン２３０５を押下する。
【０３８０】
　包装装置５は、スタートボタン２３０５がユーザに押下されたと判定した場合には（ス
テップＳ４２０８：ＹＥＳ）、処理を図２８のステップＳ４００６に戻して、錠剤取出し
動作を再開する。
【０３８１】
　ステップＳ４２０８は、再開指示を受け付ける再開指示受付手段の適用例である。
【０３８２】
　図３２に示す処理では、スタートボタン２３０５がユーザに押下された場合に、処理を
図２８のステップＳ４００６に戻して、錠剤取出し動作を再開するように説明したが、図
３２の画面のボタン５００２がユーザにより選択された場合に（ステップＳ４２０１：Ｎ
Ｏ）、ステップＳ４２０８の処理をスキップして、図２８のステップＳ４００６に戻し、
錠剤取出し動作を再開することもできる。
【０３８３】
　また、包装装置５は、ボタン５００３がユーザにより選択された場合は（ステップＳ４
２０１：ＹＥＳ）、ステップＳ４２０１ａにおいて、現在、処理している包装データから
、錠剤マス位置テーブル（図３７）を生成する。
【０３８４】
　図３７は、錠剤マス位置テーブルの一例を示す図である。
【０３８５】
　錠剤マス位置テーブル（図３７）は、錠剤マス番号と、セット要否情報とが紐付けられ
てメモリに記憶される。
【０３８６】
　ここで、錠剤マス番号は、錠剤マス１４０２の番号と同じ意味である。
【０３８７】
　セット要否情報は、手撒き錠剤部１４０１の錠剤マスに、錠剤をセット（投入）する必
要があるかを示す情報と、いつ服用する分の錠剤を投入するのかを示す情報（服用時期）
とが含まれる。
【０３８８】
　図３７の例では、錠剤マス番号が１の「１マス目」の錠剤マスに、錠剤をセットしなく
てもよいことを示す情報として「セットなし」が記憶されている。
【０３８９】
　また、錠剤マス番号が２６の「２６マス目」の錠剤マスに、錠剤をセットする必要のあ
ることを示す情報として「セットあり」が記憶されている。また、錠剤マス番号が２６の
「２６マス目」の錠剤マスにセットする錠剤は、服用時期が昼の分であること示す「（昼
）」が記憶されている。
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【０３９０】
　ここで、ステップＳ４２０１ａにおける包装装置５の具体的な処理について、説明する
。
【０３９１】
　ここでは、例として、図２７に示す包装データを用いて、図２８に示す分包動作を行い
、４包目までは包装動作が無事に完了したが、５包目で、識別番号が１の錠剤取出し装置
の錠剤取出しに失敗し、または、識別番号が１の錠剤取出し装置にセットされたＰＴＰシ
ートが無くなってしまった場合に、５包目以降は、包装動作を識別番号が１の錠剤取出し
装置が錠剤取出し動作を行わずに、手撒きの錠剤を包装するようにするようにユーザが選
択した場合について説明する。
【０３９２】
　４包目までは包装動作が無事に完了したが、５包目で、識別番号が１の錠剤取出し装置
の錠剤取出しに失敗している時点の包装データを、図３５の６０６１に示す。
【０３９３】
　図３５の６０６１に示すように、１～４包目までの包装データ構造体の包装処理経過情
報は、「包装処理経過情報：包装済み」と更新されているが、５～２１包目までの包装デ
ータ構造体の包装処理経過情報は、「包装処理経過情報：包装待ち」となっている。
【０３９４】
　そのため、錠剤不足エラーに含まれる錠剤不足の錠剤取出し装置の識別番号の「錠剤取
出し番号１動作　あり」を含む５～２１包目までの包装データ構造体を特定し、当該特定
された包装データ構造体の包装の番号（何包目か示す番号であり錠剤マス番号に対応して
いる）に対して、セット要否情報として「セットあり」を錠剤マス位置テーブル（図３７
）に格納する。
【０３９５】
　このように、図３５の６０６１に示すように、包装データ（処方データ）は、錠剤取出
し手段により取り出されていない未取り出しの錠剤数を含んでいる。
【０３９６】
　Ｓ４２０１ａ、Ｓ４２０２で、この未取り出しの錠剤数を含む処方データに従って行わ
れる錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、手撒供給手段による供給動作に切り替え可
能にする。
【０３９７】
　図３５の６０６１の例では、５包目の包装データ構造体には、「包装処理経過情報：包
装待ち」で「錠剤取出し装置番号１動作　あり（１錠）」の情報が含まれているため、錠
剤取出し手段により取り出されていない未取り出しの錠剤数が１錠であることを示してい
る。
【０３９８】
　また、当該特定されていない包装データ構造体の包装の番号（何包目か示す番号）に対
しては、セット要否情報として「セットなし」を錠剤マス位置テーブル（図３７）に格納
する。
【０３９９】
　また、セット要否情報に含まれる服用時期は、当該特定された包装データ構造体の服用
時期を錠剤マス番号に対応するようにそれぞれ格納する。
【０４００】
　このようにして、包装装置５は、現在、処理している包装データから、錠剤マス位置テ
ーブル（図３７）を生成する。
【０４０１】
　なお、図３７に示す錠剤マス位置テーブルを、手撒き錠剤セット位置情報とも言う。
【０４０２】
　次に、包装装置５は、ステップＳ４２０１ａで生成された錠剤マス位置テーブルに従っ
て、表示部１４０４に、手撒き錠剤部への錠剤のセット方法を示すガイダンス画面（図３
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３）を表示する（ステップＳ４２０２）。図３３に示すように、手撒きすべき錠剤マス番
号のマスと、手撒きしない錠剤マス番号のマスとを識別表示して、手撒きすべき錠剤マス
番号のマスに錠剤を投入する旨を表示している。
【０４０３】
　図３３は、手撒き錠剤部への錠剤のセット方法を示すガイダンス画面の一例を示す図で
ある。
【０４０４】
　ガイダンス画面（図３３）は、本発明のガイダンス画面の適用例である。
【０４０５】
　そして、ステップＳ４２０２は、本発明のガイダンス表示手段の適用例である。
【０４０６】
　すなわち、図３３は、切替手段により、錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、手撒
供給手段による供給動作に切り替え可能にする場合に、記憶手段に記憶された未取り出し
の錠剤数を含む処方データに従って、当該未取り出しの錠剤を手撒きすべき錠剤マスを識
別可能に表示するガイダンス画面である。
【０４０７】
　図３３のガイダンス画面を表示することで、錠剤をセットする錠剤マスの位置をユーザ
に知らせると同時に、ユーザに錠剤マスへ錠剤をセットするよう求めている。
【０４０８】
　５１０２は、手撒き錠剤部１４０１のイメージを表示する部分である。錠剤をセットす
る錠剤マスを黒色表示とし、服用のタイミングを確認できるよう朝、昼、夕の文字が表示
される。この例では、錠剤取り出し装置の動作によって３回／日の服用（朝・昼・夕）を
７日分包装する分包を開始後、５包目の包装時点で錠剤の不足エラーが発生し、以降を手
撒き動作へ変更する場合を示している。
【０４０９】
　５１０３は確認ボタンであり、他にも錠剤不足エラーの発生している錠剤取り出し装置
があるかを確認するためのボタンである。
【０４１０】
　ユーザは、図３３のガイダンス画面に従って、錠剤マスに錠剤をセットするが、廃棄ボ
ックスに排出された錠剤シートに、取り出しに失敗した錠剤が残っている場合があり、こ
の錠剤シートの錠剤をユーザが取り出して、錠剤マスにセットすることにより、従来の動
作では廃棄されていた錠剤を再利用することが出来るようになる。さらに、その錠剤をど
の錠剤マスに入れれば良いかが分かるため、ユーザは、新たな錠剤シートを追加で投入口
に投入することなく、簡易な操作で、分包動作を再開させることが可能となる。
【０４１１】
　次に、包装装置５は、ユーザにより確認ボタン５１０３が押下された場合、他の錠剤取
出し装置についての錠剤不足エラーを錠剤供給ユニットから受信したかを判定し、他にも
錠剤が不足している錠剤取出し装置があると判定された場合には、処理をステップＳ４２
０１に戻して、再度、当該錠剤が不足している他の錠剤取出し装置で錠剤を取り出す予定
だった残りの錠剤を手撒きに変更するため、当該他の錠剤取出し装置で錠剤を取り出す予
定だった残りの錠剤についてのガイダンス画面を表示する。
【０４１２】
　Ｓ４２０４は、記憶手段に記憶された処方データに含まれる錠剤数を、錠剤取出し手段
により取り出すことが出来ない場合に、記憶手段に記憶された処方データであって、錠剤
取出し手段により取り出すことが出来ない錠剤に係る処方データに従って、当該取り出す
ことが出来ない錠剤を手撒供給手段から供給するべく、当該手撒きされる錠剤マスを表示
するガイダンス画面（図３３）を表示するガイダンス表示手段の機能を備える。ここで商
法データとは、図３５に示す包装データ６０６２に含まれているデータである。
【０４１３】
　また、包装装置５は、他の錠剤取出し装置についての錠剤不足エラーを錠剤供給ユニッ
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トから受信していないと判定された場合には（ステップＳ４２０４：ＮＯ）、ステップＳ
４２０５へ移行し、図３３の表示を終了して図２２の基本設定画面の表示を行う。
【０４１４】
　ステップＳ４２０５において、包装装置は、スタートボタン２３０５がユーザにより押
下されると、処理をステップＳ４２０６に移行する。
【０４１５】
　ステップＳ４２０５は、再開指示を受け付ける再開指示受付手段の適用例である。
【０４１６】
　包装装置５は、次回以降の包装動作で錠剤取り出し動作を手撒き動作へ変更するよう包
装データを再設定する（ステップＳ４２０６）。
【０４１７】
　具体的には、図３５の６０６１に示すように、１～４包目までの包装データ構造体の包
装処理経過情報は、「包装処理経過情報：包装済み」と更新されているが、５～２１包目
までの包装データ構造体の包装処理経過情報は、「包装処理経過情報：包装待ち」となっ
ている。
【０４１８】
　そのため、５～２１包目までの包装データ構造体の「錠剤取出し番号１動作　あり（１
錠）」を「錠剤取出し番号１動作　なし」に変更し、さらに「手撒き錠剤部動作　なし」
を「手撒き錠剤部動作　あり」に変更する。変更後の包装データを図３５の６０６２に示
す。
【０４１９】
　このように、包装装置５は、ボタン５００３がユーザにより選択された場合は（ステッ
プＳ４２０１：ＹＥＳ）、ステップＳ４２０１ａにおいて、錠剤不足エラー時に、錠剤不
足エラーとなった錠剤取出し装置の錠剤不足エラーとなった包装分以降の錠剤取出しを行
わず、錠剤不足エラーとなった包装分以降の当該錠剤取出し装置で錠剤を取り出す予定だ
った錠剤を手撒きによる包装に切り替えるように、包装データを更新する。
【０４２０】
　次に、包装装置５は、手撒き動作への変更によって必要となる準備処理を行う（ステッ
プＳ４２０７）。
【０４２１】
　ステップＳ４２０１の受付手段により、錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、手撒
供給手段による供給動作に切り替える選択を受け付け、ステップＳ４２０５で再開指示を
受け付けた場合に、記憶手段に記憶された処方データに従って行われる錠剤取出し手段に
よる錠剤取出し動作を、手撒供給手段による供給動作に切り替える（ステップＳ４２０１
ａ～テップＳ４２０７）。一方、ステップＳ４２０１の受付手段で、錠剤取出し手段によ
る、追加の錠剤供給部からの錠剤の取り出しを再開する選択を受け付け、ステップＳ４２
０８で再開指示を受け付けた場合に、錠剤取出し手段による、追加の錠剤供給部からの錠
剤の取り出し動作を再開する（ステップＳ４００６）。
【０４２２】
　次に、ステップＳ４２０７の準備処理の詳細処理については、図３４を用いて説明する
。
【０４２３】
　次に、ステップＳ４２０７の準備処理の詳細処理について、図３４を用いて説明する。
【０４２４】
　図３４は、ステップＳ４２０７の準備処理の詳細処理の一例を示すフローチャートであ
る。
【０４２５】
　図３４に示す各ステップの処理は、包装装置５のＣＰＵ２０１が、メモリに記憶された
プログラムをロードして実行することにより実現される。
【０４２６】
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　包装装置５は、まず、現在の分包動作で手撒き錠剤部の動作が行われているかを判定す
る（ステップＳ５２０１）。
【０４２７】
　具体的には、図２２の基本設定画面で、入力部２３０２に「あり」が入力されて分包動
作を開始した場合、手撒き錠剤部の動作が行われていると判定する。手撒き錠剤部の動作
が行われている場合はステップＳ５２０２に移行し、手撒き錠剤部の動作が行われていな
いと判定された場合にはステップＳ５２０５に移行する。
【０４２８】
　次に、包装装置５は、現在の分包動作で手撒き錠剤部の動作が行われていると判定され
た場合には（ステップＳ５２０１：ＹＥＳ）、錠剤スライド部１６０１を図１７に示す分
包開始前の位置まで移動する（ステップＳ５２０２）。
【０４２９】
　この処理は、図３０のＳ４２０２で表示されたガイダンス画面に表された錠剤のセット
位置が、１包目（錠剤マスの１マス目）を基準にしているため、必要となる。
【０４３０】
　また、包装装置５は、シャッター１５０１を開閉して、図３３に示すガイダンス画面の
指示に従ってユーザが錠剤マスにセットした錠剤を、錠剤スライド部１６０１に落下させ
る（ステップＳ５２０３）。
【０４３１】
　そして、包装装置５は、ステップＳ５２０２の処理を実行する直前の位置まで、錠剤ス
ライド部１６０１を移動して、現在処理対象のフタを開けて錠剤を第３集積ホッパーに落
とす（ステップＳ５２０４）。移動後は手撒き変更の準備動作を終了する。
【０４３２】
　包装装置５は、現在の分包動作で手撒き錠剤部の動作が行われていないと判定された場
合には（ステップＳ５２０１：ＮＯ）、シャッター１５０１を開閉し、図３３に示すガイ
ダンス画面の指示に従って使用者が錠剤マスにセットした錠剤を、錠剤スライド部１６０
１に落下させる（ステップＳ５２０５）。
【０４３３】
　ここで、ステップＳ５２０２のような錠剤スライド部１６０１の動作が不要であるのは
、手撒き錠剤部の動作が行われていないために錠剤スライド部が分包開始前と変わらない
位置にあるためである。
【０４３４】
　そして、包装装置５は、実行位置まで錠剤スライド部１６０１を移動する（ステップＳ
５２０６）。
【０４３５】
　ここでの実行位置とは、現時点での包装済み包数を錠剤スライド部の行数である３で割
り、整数部の数だけ錠剤スライド部の列を左に移動した位置である。
【０４３６】
　例えば、５包目の錠剤マスに投入した錠剤があるスライド枠が、フタ１８０２の位置に
来るように錠剤スライド部１６０１を左側に移動させる。
【０４３７】
　次に、包装装置５は、フタ（１８０１、１８０２、１８０３のいずれか）を開ける（ス
テップＳ５２０７）
【０４３８】
　フタＡ、Ｂ、Ｃのどれを開けるかは、現時点での包装済み包数を錠剤スライド部の行数
である３で割った余りの数で決定される。
【０４３９】
　このときの余りが１の場合は、フタＡをあける。
【０４４０】
　このときの余りが２の場合は、フタＢをあける。
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【０４４１】
　このときの余りが０の場合は、フタＣをあける。
【０４４２】
　例えば、５包目を包装する場合、フタ１８０２を開けて閉めて、スライド枠内の錠剤を
第３集積ホッパーに落とす。
【０４４３】
　そして、包装装置５は、ステップＳ５２０４、又はステップＳ５２０７の処理を実行す
ると、準備処理を終了する。
【０４４４】
　以上に説明した分包動作を行うことにより、包装された包装シートの包みは、図３６に
示すように作成される。
【０４４５】
　図３６は、分包動作を行うことで包装された包装シートの包みの一例を示す図である。
【０４４６】
　図３６に示すように、錠剤取り出し装置１の動作を手撒き錠剤部の動作に変更した場合
でも、錠剤取り出し装置１が錠剤不足を発生させない場合と変わりなく包みが作成される
。
【０４４７】
　以上、本実施例によれば、使用済み錠剤シート内に残った錠剤を手撒き錠剤部にセット
して分包動作を継続することができるので、簡単に、分包動作を継続することが可能とな
る。
【０４４８】
錠剤の取り出し動作後に錠剤シート内に錠剤が残ってしまうことで、その後の包装途中で
錠剤が不足してしまっても、使用済み錠剤シート内に残った錠剤を手撒き錠剤部にセット
して動作を継続することにより、未使用の錠剤シートを追加投入する必要が無くなる。よ
って、従来であれば必要であった錠剤シートの追加時に、錠剤シートを取り間違えること
による異種混入という調剤過誤を未然に防止している。
【０４４９】
　さらに、錠剤シートからの取り出しに失敗した錠剤を手撒き錠剤として利用するので、
錠剤シートからの取り出しに失敗した錠剤を有効利用することができ、無駄を発生させな
い。
【０４５０】
　このように、錠剤供給部から取り出して分包手段に供給される錠剤数を含む処方データ
を記憶し、当該記憶された処方データに従って錠剤供給部から錠剤を取り出して分包手段
に供給する錠剤取出し手段と、錠剤マスに手撒きされた錠剤を分包手段に供給する手撒供
給手段と、当該記憶された処方データに含まれる錠剤数が錠剤取出し手段により取り出さ
れていない状態で、錠剤取出し手段による取り出し動作が停止したことを条件に、当該記
憶された処方データに従って行われる錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、手撒供給
手段による供給動作に切り替え可能にすることで、錠剤取出し手段で分包に必要な錠剤数
を取り出されておらず、供給する錠剤が無くなり錠剤取出し動作が停止した場合であって
も、分包動作を容易に継続させることができる。
【０４５１】
　また、処方データに含まれる錠剤数が錠剤取出し手段により取り出されていない状態で
、錠剤取出し手段による取り出し動作が停止したことを条件に、処方データに従って行わ
れる錠剤取出し手段による錠剤取出し動作を、手撒供給手段による供給動作に切り替える
か、錠剤取出し手段による、錠剤供給部からの錠剤の取り出しを再開するかの選択を受け
付ける受付画面（図３２）を表示するため、ユーザは、手撒供給手段による供給動作に切
り替えるか、錠剤取出し手段による錠剤の取り出しを再開するかを選ぶことができるよう
になり、錠剤取出し手段で分包に必要な錠剤数を取り出されておらず、供給する錠剤が無
くなり錠剤取出し動作が停止した場合であっても、分包動作を容易に継続させることがで
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【０４５２】
　上述した本発明の実施形態を構成する各手段及び各ステップは、コンピュータのＲＡＭ
やＲＯＭ等に記憶されたプログラムが動作することによって実現できる。装置が読み取り
実行可能なこのプログラム及び前記プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記
録媒体は本発明に含まれる。
【０４５３】
　また、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラムもしくは記録媒体等とし
ての実施形態も可能であり、具体的には、一又は複数の機器からなる装置に適用してもよ
い。
【０４５４】
　なお、本発明は、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムを、シ
ステム又は装置に直接、又は遠隔から供給する。そして、そのシステム又は装置のコンピ
ュータが前記供給されたプログラムコードを読み出して実行することによっても達成され
る場合を含む。
【０４５５】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、前記コンピュータにイン
ストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明は
、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。その場合
、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタにより実行され
るプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であってもよい。
【０４５６】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される。更に、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動
しているＯＳ等が、実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によっても前述した実施
形態の機能が実現され得る。
【０４５７】
　更に、その他の方法として、まず記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュー
タに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメ
モリに書き込まれる。そして、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機
能拡張ユニットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって
も前述した実施形態の機能が実現される。
【符号の説明】
【０４５８】
１　　　錠剤取出ユニット
５　　　包装装置
１０　　錠剤供給装置
１０３　　散薬投入部
７０２　　ロール紙送出機構
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